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は じ め に 

 

鎌倉市では、平成 27 年（2015 年）3

月に、第 4 期鎌倉市障害福祉サービス計画

を定めました。今回、第 4 期鎌倉市障害福

祉サービス計画期間が満了することから、

改定作業を進め、平成 30 年度（2018 年

度）から平成 32 年度（2020 年度）まで

の 3 年間の第 5 期鎌倉市障害福祉サービス計画（第 1 期鎌倉市障害児福祉計画

を含む）を策定しました。 

この間、障害者差別解消法の施行や障害者雇用促進法の改正などにより、障

害福祉施策を取り巻く環境が大きく変化してきました。この計画は、障害者総

合支援法及び児童福祉法に基づく計画です。国の基本指針を踏まえ、成果目標、

障害福祉サービス等の見込量などを定め、地域に必要とされる社会資源等の充

実を図っていくための指標となるものです。計画に基づき、障害児者の地域生

活を支援する障害福祉サービスなどの提供体制の確保が図られるよう、一歩一

歩着実に鎌倉市の障害福祉を進めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました鎌倉市障害

者福祉計画推進委員会の皆様、ご意見・ご提言をいただきました鎌倉市障害者

支援協議会をはじめ関係団体の皆様、アンケート調査やパブリックコメントに

ご協力をいただきました市民の皆様に心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成 30 年（2018 年）3 月 

 

鎌倉市長  
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 第１章  計画の概要 
 

 

１ 計画改定の趣旨 

国では、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、

共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現に向けて、障害福祉

サービスの拡充等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成 25

年（2013 年）4 月に障害者自立支援法を改正し、「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されました。平成 30年

（2018 年）4 月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一

部を改正する法律」が施行（予定）され、「生活」と「就労」の一層の充実や障害児支

援のニーズの多様化へのきめ細かな対応等を図ることとしています。 

平成 26 年（2014 年）1 月にわが国は「障害者の権利に関する条約」を批准しま

した。また、平成 28 年（2016 年）4 月には、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を

理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」及び雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が

職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定め

る「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。 

 

本市では、平成 24 年（2012 年）3 月に「第 2 期鎌倉市障害者基本計画」、平成

27 年（2015 年）3 月に「第 4 期鎌倉市障害福祉サービス計画」を策定し、障害の

ある人もない人も健やかで安心して地域で暮らすことができるように様々な支援を行

ってきました。 

「第 2 期鎌倉市障害者基本計画」及び「第 4 期鎌倉市障害福祉サービス計画」の計

画期間が平成 29 年度（2017 年度）をもって終了することから、本市の障害者施策

を計画的に推進するため、新たに平成 30 年度（2018 年度）を初年度とした「第 3

期鎌倉市障害者基本計画」及び「第 5 期鎌倉市障害福祉サービス計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

「鎌倉市障害者福祉計画」は「鎌倉市障害者基本計画」と「鎌倉市障害福祉サービ

ス計画」で構成されています。 

「鎌倉市障害者基本計画」は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく市町村障害者

計画です。障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推

進を図るために国が策定している「障害者基本計画」及び神奈川県の「かながわ障害

者計画」を基本とし、鎌倉市における障害者のための施策に関する基本的な計画とな

ります。福祉だけでなく、保健医療、教育、就労雇用など、広い分野にわたって鎌倉

市の障害者施策の総合的な展開、推進を図るための計画に位置づけられます。 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」は、障害者総合支援法第 88条第 1 項に基づく市

町村障害福祉計画です。国の定める基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制

の確保と障害者総合支援法で定める業務の円滑な実施に関する計画となります。「鎌倉

市障害者基本計画」の中で、福祉・生活支援などの施策となっている障害福祉サービ

スの給付などに関して、具体的な成果目標や見込量などを設定しているものです。 

なお、児童福祉法の改正により、平成 30 年度（2018 年度）から障害児福祉計画

を定めることとなりました。総合支援法の障害福祉計画と一体的に策定することがで

きるため、平成 30 年度（2018 年度）からの「第 5 期鎌倉市障害福祉サービス計画」

に「第 1 期鎌倉市障害児福祉計画」を含めた形で策定をしています。 

「鎌倉市障害者福祉計画」は、「第 3 次鎌倉市総合計画」の部門別計画として、「鎌

倉市高齢者保健福祉計画」「鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン」「鎌倉市健康づく

り計画」「鎌倉市住宅マスタープラン」など、関連する他の行政計画とも連携しながら

施策の推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鎌倉市総合計画 

鎌倉市障害者福祉計画 

鎌倉市障害者基本計画 

鎌倉市障害福祉サービス計画 

鎌倉市高齢者保健福祉計画 

鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン 

鎌倉市健康づくり計画  

鎌倉市住宅マスタープラン など 

障害者基本法 

鎌倉市障害児福祉計画 

連携 

障害者総合支援法・児童福祉法 



 
3 
 

 

３ 計画期間 

① 鎌倉市障害者基本計画 

現行の「第 2 期鎌倉市障害者基本計画」は平成 24 年度（2012 年度）から平成

29 年度（2017年度）までの 6 年間を計画期間としており、新たに策定する「第 3

期鎌倉市障害者基本計画」は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 35年度（2023

年度）までの 6 年間を計画期間とします。 

 

② 鎌倉市障害福祉サービス計画・鎌倉市障害児福祉計画 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」の計画期間は、国の基本指針において 3 年とされ

ています。現行の「第 4期鎌倉市障害福祉サービス計画」は平成 27 年度（2015 年

度）から平成 29 年度（2017 年度）までを計画期間としており、新たに策定する「第

5 期鎌倉市障害福祉サービス計画」（第 1 期鎌倉市障害児福祉計画を含む）は、平成

30 年度（2018 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までを計画期間とします。 

 

国の障害者福祉政策の大幅な見直し等が行われた場合には、計画期間中でも見直し

を行うこととします。 
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鎌倉市 

障害福祉サービス

計画 

      

鎌倉市 

障害児福祉計画 
      

 

 

第 3期 

第 5期 

第 1期 
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 第２章  障害者の状況 
 

 

１ 障害者数 

平成 29 年（2017年）4 月 1 日現在の鎌倉市の障害者数（身体障害者手帳・療育

手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数）は、7,198 人です。同日の鎌倉市総人口

が、172,352 人であり、障害者の総人口に占める比率は約 4.1％です。 

障害者手帳所持者数全体の推移は、平成 25 年度（2013 年度）と比べ、4.6％の

増加となっていますが、このうち特に精神障害者保健福祉手帳所持者数が、22.9％と

大きな増加率となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数が占める構成比率も、

平成 25 年度（2013年度）の 14.7％から、平成 29 年度（2017 年度）は 17.2％

に増えるなど、年々上昇しています。身体障害者手帳所持者数については、77.7％が

65 歳以上であるため、自然減の影響も受け、平成 25 年度（2013 年度）からの 4

年間の増減率については、0.7％減少しています。 

 

2-1-1 障害者手帳所持者数の推移 

単位:人 

 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合計 

平成 25年度 

（2013年度） 
5,010 861 1,010 6,881 

（構成比率） （72.8％） （12.5％） （14.7％） （100％） 

平成 26年度 

（2014年度） 
4,994 904 1,090 6,988 

（構成比率） （71.5％） （12.9％） （15.6％） （100％） 

平成 27年度 

（2015年度） 
5,069 915 1,159 7,143 

（構成比率） （71.0％） （12.8％） （16.2％） （100％） 

平成 28年度 

（2016年度） 
4,943 933 1,186 7,062 

（構成比率） （70.0％） （13.2％） （16.8％） （100％） 

平成 29年度 

（2017年度） 
4,974 983 1,241 7,198 

（構成比率） （69.1％） （13.7％） （17.2％） （100％） 

前年度比 100.6％ 105.4％ 104.6％ 101.9％ 

上記年度期間の

増減率 
▲0.7％ 14.2％ 22.9％ 4.6％ 

（資料）障害福祉課                            各年度 4月 1日現在 

※精神障害者保健福祉手帳所持者数は各前年度 3月 31日現在  
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年齢区分別障害者手帳所持者数は、3 障害ごとで、年齢区分別の構成が大きく異な

っています。身体障害者手帳所持者数については、65 歳以上が最も多く 77.7％、療

育手帳所持者数については、18～39 歳が最も多く 39.9％、精神障害者保健福祉手

帳所持者数については、40～64 歳が最も多く 56.6％となっています。 

 

2-1-2 年齢区分別障害者手帳所持者数の状況 

単位：人 

 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合計 

18歳未満 105 274 20 399 

（構成比率） （2.1％） （27.9％） （1.6％） （5.5％） 

18～39歳 165 392 341 898 

（構成比率） （3.3％） （39.9％） （27.5％） （12.5％） 

40～64歳 839 257 702 1,798 

（構成比率） （16.9％） （26.1％） （56.6％） （25.0％） 

65歳以上 3,865 60 178 4,103 

（構成比率） （77.7％） （6.1％） （14.3％） （57.0％） 

合計 
4,974 983 1,241 7,198 

（100％） （100％） （100％） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター、障害福祉課      平成 29年（2017年）4月 1日現在 

※精神障害者保健福祉手帳所持者数は平成 29年（2017 年）3月 31日現在         

※精神障害者保健福祉手帳所持者数の年齢区分は、「19歳以下」「20～39歳」「40～64歳」「65歳以上」 
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２ 身体障害者の状況 

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在の鎌倉市における身体障害者手帳所持者

数は、4,974 人です。 

障害等級別の身体障害者手帳所持者数については、1 級、2 級の重度障害者が

53.1％と過半数を占めています。 

平成 25 年度（2013 年度）からの 4 年間の増減率については、5 級、6 級が、そ

れぞれ 6.6％、4.4％増加しています。2級、3級は、それぞれ 7.5％、6.9％減少し

ています。 

 

2-2-1 障害等級別の身体障害者手帳所持者数の推移  

単位：人 

  1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計 

平成 25年度 

（2013年度） 
1,879 778 754 1,128 198 273 5,010 

（構成比率） （37.5％） （15.5％） （15.0％） （22.5％） （4.0％） （5.4％） （100.0％） 

平成 26年度 

（2014年度） 
1,903 759 754 1,120 197 261 4,994 

（構成比率） （38.1％） （15.2％） （15.1％） （22.4％） （3.9％） （5.2％） （100.0％） 

平成 27年度 

（2015年度） 
1,933 750 748 1,161 209 268 5,069 

（構成比率） （38.1％） （14.8％） （14.8％） （22.9％） （4.1％） （5.3％） （100.0％） 

平成 28年度 

（2016年度） 
1,888 730 714 1,145 194 272 4,943 

（構成比率） （38.2％） （14.8％） （14.4％） （23.2％） （3.9％） （5.5％） （100.0％） 

平成 29年度 

（2017年度） 
1,918 720 702 1,138 211 285 4,974 

（構成比率） （38.6％） （14.5％） （14.1％） （22.9％） （4.2％） （5.7％） （100.0％） 

前年度比 101.6％ 98.6％ 98.3％ 99.4％ 108.8％ 104.8％ 100.6％ 

上記年度期

間の増減率 
2.1％ ▲7.5％ ▲6.9％ 0.9％ 6.6％ 4.4％ ▲0.7％ 

（資料）障害福祉課                               各年度 4月 1日現在 
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障害種別の身体障害者手帳所持者数の構成比率は、肢体不自由が全体の 49.9％

と約半数を占めています。次に、内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又

は直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各障害）が 34.8％

で多くを占めています。 

平成 25 年度（2013 年度）からの 4 年間の増減率については、内部障害が

5.4％、聴覚・平衡機能障害が 4.5％増加しています。また、音声・言語・そしゃ

く機能障害が 11.1％、肢体不自由が 5.2％、視覚障害が 0.3％それぞれ減少して

います。 

 

2-2-2 障害種別の身体障害者手帳所持者数の推移 

単位：人 

 
視覚障害 

聴覚・平衡 

機能障害 

音声・言語 

・そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合計 

平成 25年度 

（2013年度） 
329 380 45 2,615 1,641 5,010 

（構成比率） （6.6％） （7.6％） （0.9％） （52.2％） （32.8％） （100％） 

平成 26年度 

（2014年度） 
319 367 44 2,611 1,653 4,994 

（構成比率） （6.4％） （7.3％） （0.9％） （52.3％） （33.1％） （100％） 

平成 27年度 

（2015年度） 
322 374 42 2,630 1,701 5,069 

（構成比率） （6.4％） （7.4％） （0.8％） （51.9％） （33.6％） （100％） 

平成 28年度 

（2016年度） 
324 394 64 2,529 1,632 4,943 

（構成比率） （6.6％） （8.0％） （1.3％） （51.2％） （33.0％） （100％） 

平成 29年度 

（2017年度） 
328 397 40 2,480 1,729 4,974 

（構成比率） （6.6％） （8.0％） （0.8％） （49.9％） （34.8％） （100％） 

前年度比 101.2％ 100.8％ 62.5％ 98.1％ 105.9％ 100.6％ 

上記年度期間

の増減率 
▲0.3％ 4.5％ ▲11.1％ ▲5.2％ 5.4％ ▲0.7％ 

（資料）障害福祉課                              各年度 4月 1日現在 
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障害種別・年齢区分別の身体障害者手帳所持者数の状況については、音声・言語・

そしゃく機能障害を除いた障害種別で、年齢が上がることに伴って増加しており、特

に 65 歳以上の高齢者の比率が高くなっています。 

 

2-2-3 障害種別・年齢区分別の身体障害者手帳所持者数の状況 

単位：人 

  視覚障害 
聴覚・平衡 

機能障害 

音声・言語 

・そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合計 

18歳未満 4 17 1 67 16 105 

（構成比率） （1.2％） （4.3％） （2.5％） （2.7％） （0.9％） （2.1％） 

18～39歳 13 23 0 99 30 165 

（構成比率） （4.0％） （5.8％） （0％） （4.0％） （1.7％） （3.3％） 

40～64歳 52 46 13 454 274 839 

（構成比率） （15.9％） （11.6％） （32.5％） （18.3％） （15.8％） （16.9％） 

65歳以上 259 311 26 1,860 1,409 3,865 

（構成比率） （79.0％） （78.3％） （65.0％） （75.0％） （81.5％） （77.7％） 

合計 

（構成比率） 

328 397 40 2,480 1,729 4,974 

（6.6％） （8.0％） （0.8％） （49.9％） （34.8％） （100％） 

（資料）障害福祉課                        平成 29年（2017 年）4月 1日現在 
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３ 知的障害者の状況 

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在の鎌倉市における療育手帳所持者数は、983

人です。 

障害程度別の療育手帳所持者数については、最重度（Ａ1）が 21.7％、重度（Ａ2）

が 23.5％、中度（Ｂ1）が 25.3％、軽度（Ｂ2）が 29.5％となっています。 

平成 25 年度（2013年度）からの 4 年間の増減率については、全体で 14.2％の

増加となっています。その中で軽度（Ｂ2）の増加率が 28.9％と最も高くなっていま

す。次いで中度（Ｂ1）の増加率が 11.7％になっています。 

 

2-3-1 障害程度別の療育手帳所持者数の推移 

単位：人 

 最重度（Ａ1） 重度（Ａ2） 中度（Ｂ1） 軽度（Ｂ2） 
合計 

IQ20 以下 IQ21～35 IQ36～50 IQ51以上 

平成 25年度 

（2013年度） 
192 221 223 225 861 

（構成比率） （22.3％） （25.7％） （25.9％） （26.1％） （100％） 

平成 26年度 

（2014年度） 
212 226 240 226 904 

（構成比率） （23.5％） （25.0％） （26.5％） （25.0％） （100％） 

平成 27年度 

（2015年度） 
207 226 231 251 915 

（構成比率） （22.6％） （24.7％） （25.2％） （27.4％） （100％） 

平成 28年度 

（2016年度） 
211 228 234 260 933 

（構成比率） （22.6％） （24.4％） （25.1％） （27.9％） （100％） 

平成 29年度 

（2017年度） 
213 231 249 290 983 

（構成比率） （21.7％） （23.5％） （25.3％） （29.5％） （100％） 

前年度比 100.9％ 101.3％ 106.4％ 115.5％ 107.4％ 

上記年度期間

の増減率 
10.9％ 4.5％ 11.7％ 28.9％ 14.2％ 

（資料）障害福祉課                              各年度 4月 1日現在 
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障害程度別・年齢区分別の療育手帳所持者数の状況については、すべての障害程度

で 18～39 歳の割合が最も高くなっています。 

また、年代別で最も多いのは、18 歳未満、18～39 歳未満では軽度（Ｂ2）、40

～64 歳、65 歳以上では、中度（Ｂ1）となっています。 

 

2-3-2 障害程度別・年齢区分別の療育手帳所持者数の状況 

単位：人 

 最重度（Ａ1） 重度（Ａ2） 中度（Ｂ1） 軽度（Ｂ2） 
合計 

IQ20 以下 IQ21～35 IQ36～50 IQ51以上 

18歳未満 52 58 50 114 274 

（構成比率） （5.3％） （5.9％） （5.1％） （11.6％） （27.9％） 

18～39歳 95 81 99 117 392 

（構成比率） （9.7％） （8.2％） （10.1％） （11.9％） （39.9％） 

40～64歳 59 72 77 49 257 

（構成比率） （6.0％） （7.3％） （7.8％） （5.0％） （26.1％） 

65歳以上 7 20 23 10 60 

（構成比率） （0.7％） （2.0％） （2.3％） （1.0％） （6.1％） 

合計 

（構成比率） 

213 231 249 290 983 

（21.7％） （23.5％） （25.3％） （29.5％） （100％） 

（資料）障害福祉課                        平成 29年（2017 年）4月 1日現在 
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４ 精神障害者の状況 

平成 29 年（2017 年）3 月 31 日現在の鎌倉市における精神障害者保健福祉手帳所

持者数は、1,241人です。 

障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数については、2 級が最も多く 66.8 

％となっています。 

平成 24 年度（2012 年度）からの 4 年間の増減率については、全体で 22.9％の増

加となっています。その中で3級の増加率が48.9％と最も高くなっています。 

2-4-1 障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

単位：人 

 1級 2級 3級 合計 

平成 24年度 

（2012年度） 
205 668 137 1,010 

（構成比率） （20.3％） （66.1％） （13.6％） （100％） 

平成 25年度 

（2013年度） 
208 717 165 1,090 

（構成比率） （19.1％） （65.8％） （15.1％） （100％） 

平成 26年度 

（2014年度） 
201 769 189 1,159 

（構成比率） （17.3％） （66.4％） （16.3％） （100％） 

平成 27年度 

（2015年度） 
209 787 190 1,186 

（構成比率） （17.6％） （66.4％） （16.0％） （100％） 

平成 28年度 

（2016年度） 
208 829 204 1,241 

（構成比率） （16.8％） （66.8％） （16.4％） （100％） 

前年度比 99.5％ 105.3％ 107.4％ 104.6％ 

上記年度期間の増減率 1.5％ 24.1％ 48.9％ 22.9％ 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター                  各年度 3月 31日現在 

年齢区分別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況については、40～64 歳が最

も多く、56.6％となっています。 

2-4-2 年齢区分別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況 

単位：人 

 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

19歳以下 20 

（構成比率） （1.6％） 

20～39歳 341 

（構成比率） （27.5％） 

40～64歳 702 

（構成比率） （56.6％） 

65歳以上 178 

（構成比率） （14.3％） 

合計 1,241 

（構成比率） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター            平成 29年（2017年）3月 31日現在  
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平成 29 年（2017年）3 月 31 日現在の鎌倉市における自立支援医療（精神通院

医療）受給者証認定者数は、2,191 人です。 

平成 24 年度（2012 年度）から 4年間の増減率については 9.1％の増加となって

います。 

 

2-4-3 自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の推移 

単位：人 

 自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数 

平成 24年度（2012年度） 2,007 

平成 25年度（2013年度） 2,097 

平成 26年度（2014年度） 2,138 

平成 27年度（2015年度） 2,144 

平成 28年度（2016年度） 2,191 

前年度比 102.2％  

上記年度期間の増減率 9.1％ 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター            各年度 3月 31日現在 

 

 

年齢区分別の自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の状況については、

40～64 歳が最も多く、59.8％となっています。 

 

2-4-4 年齢区分別の自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の状況 

単位：人 

 自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数 

19歳以下 46 

（構成比率） （2.1％） 

20～39歳 569 

（構成比率） （26.0％） 

40～64歳 1,311 

（構成比率） （59.8％） 

65歳以上 265 

（構成比率） （12.1％） 

合計 2,191 

（構成比率） （100％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター     平成 29年（2017年）3月 31 日現在 

 

  



 
13 

 

５ 障害児支援の状況 

（１）鎌倉市における障害児支援体制の整備状況 

鎌倉市では昭和 52年（1977 年）に「障害児福祉センターあおぞら園（現：児童

発達支援センターあおぞら園）」を開設し、障害のある子どもへの支援を行っていまし

たが、昭和 58年（1983 年）に療育相談担当を設置し、神奈川県の補助事業として

「地域療育システム推進事業」を開始し、乳幼児健診後のフォローグループの実施な

どを行ってきました。また、平成 18 年（2006年）には、ライフステージに応じた

一貫した支援体制を整備し、発達支援システムネットワークを設置しました。 

さらに平成 21 年度（2009 年度）には、発達が「少し気になる」という段階から

相談ができるよう、子育て支援の観点からこどもみらい部に発達支援室を設置し、早

期発見、早期支援の体制整備を進めてきました。 

発達支援室に配置されている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育

士、児童指導員などの専門職が支援を必要とする子どもの相談や支援を行っています。

また、幼稚園、保育園、認定こども園などに在籍する支援を必要とする子どもが地域

社会で成長していくことができるよう、専門職が園を訪問し園への助言を行う、巡回

相談事業を実施しています。 

平成 20 年度（2008 年度）からは、発達障害等の早期発見、適切な支援のため、

実施対象園において 5歳児すこやか相談事業を実施しています。段階的に実施対象園

を増やし、平成 25 年度（2013 年度）からは鎌倉市在住のすべての 5歳児（年中年

齢児）を対象として実施しています。 

 

（２）発達障害児への支援 

発達障害は、発達障害者支援法において、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広

汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ

って、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 

発達障害児は、得意なことと苦手なことの差が大きく得意なことは優れた能力を発

揮するため、周囲からは本人のわがままや親のしつけの問題と誤解されることも多く

見受けられます。発達障害児のすこやかな成長のためには、本人の特性に応じた環境

調整と周囲の理解が不可欠であり、発達障害に対する理解・啓発は発達障害児への支

援として重要であることから、保護者や支援者、一般市民を対象とした発達障害への

理解・啓発講演会を毎年実施しています。また、平成 29 年度（2017年度）からは、

身近な支援者の発達障害理解促進と具体的な対応のスキルアップを目的とした人材育

成のための講座を実施し、支援者の育成を行っています。  
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2-5-1 療育、言語、リハビリ相談・巡回相談の受付件数 

単位：件、回 

 
新規相談受付件数 

巡回相談 

巡回数 相談件数 

発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 

平成 26年度 

（2014年度） 
106 103 72 72 67 30 177 144 97 

平成 27年度 

（2015年度） 
105 76 90 60 63 36 154 124 88 

平成 28年度 

（2016年度） 
145 100 87 52 50 34 164 104 86 

（資料）発達支援室                  

2-5-2 5 歳児すこやか相談事業の実施状況 

単位：人 

  対象児童数 支援が必要な児童数 

平成 26年度（2014 年度） 1,252 78 

平成 27年度（2015 年度） 1,244 76 

平成 28年度（2016 年度） 1,188 86 

（資料）発達支援室                  

2-5-3 児童発達支援センターあおぞら園の実利用児童数（児童発達支援） 

単位：人 

  
児童発達支援センターあおぞら園（児童発達支援） 

（基本的生活習慣・情緒・社会性などの発達の援助） 

平成 26年度（2014 年度） 38 

平成 27年度（2015 年度） 36 

平成 28年度（2016 年度） 31 

（資料）発達支援室          

2-5-4 発達支援指導実利用児童数 

単位：人 

  

①リハビリ指導 

（ころびやすい・手足が

不器用などの運動発達

の指導） 

②言語指導 

（ことばの遅れ・発音が

不明瞭・吃音などの指

導） 

③発達指導 

（友だちとのかかわりや

集団生活上の心配に対

する個別指導やグルー

プ指導） 

平成 26年度 

（2014年度） 
70 114 50 

平成 27年度 

（2015年度） 
69 95 57 

平成 28年度 

（2016年度） 
64 92 33 

（資料）発達支援室           
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2-5-5 幼稚園・保育園等への障害児の通園状況 

単位：人、箇所 

  児童数 施設数 

私立幼稚園 43 13 

市立保育園 28 6 

私立保育園等 30 11 

合計 101 30 

（資料）発達支援室、保育課                   平成 28年度（2016 年度）実績 

※幼稚園児童数は、鎌倉市特別支援保育運営費補助金の交付決定人数 

保育園児童数は、障害児保育推進特別対策事業費補助金対象児童数等 
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６ 特別支援教育の状況 

本市では、教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、その一人ひとりの教

育ニーズを把握し、児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う特別支援教育を推進してい

ます。 

各学校においては、校内委員会を設置し教育相談コーディネーターを中心に、関係

者が共通理解を図りながら一人ひとりの支援について確認・検討をしています。また、

必要に応じて保護者の了解を得て関係機関との連携による支援も検討します。 

支援の必要な児童生徒に対しては、生活介助を主な業務とする特別支援学級補助

員・学級介助員を小中学校に、学習支援を主な業務とするスクールアシスタントを小

学校に配置しています。また、教育活動上の必要な場面に応じて学級支援員を派遣し

ています。 

特別支援学級は小学校 10 校 24 学級、中学校 7 校 16 学級設置しており、平成

29 年（2017 年）5 月 1 日現在 155 人の児童生徒が在籍しています。また、小学

校 4 校に、きこえやことばの障害により適切な指導を必要とする児童や、ソーシャル

スキルトレーニングを必要とする児童のための通級指導教室を設置しており、215 人

が通級しています。 

特別支援学校高等部卒業生の進路状況の推移については、生活介護事業所、就労継

続支援事業所 B型などが多い状況となっています。 

 

2-6-1 特別支援学級児童生徒数及び学級数 

単位：人、学級 

 小学校 中学校 合計 

児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数 学級数 

知的障害 41 10 20 7 61 17 

自閉症・情緒障害 53 10 28 7 81 17 

肢体不自由 3 1 4 1 7 2 

弱視 1 1 1 1 2 2 

病弱・身体虚弱 3 1 0 0 3 1 

難聴 1 1 0 0 1 1 

合計 102 24 53 16 155 40 

（資料）教育指導課                     平成 29年（2017年）5月 1日現在 

※市立小学校全 16校中及び市立中学校全 9校中              



 
17 

 

2-6-2 言語・難聴・情緒通級指導教室への通級児童数（小学校） 

単位：人 

 児童数 

難聴 3 

言語 150 

情緒 62 

合計 215 

（資料）教育指導課              平成 29年（2017年）5月 1日現在 

2-6-3 特別支援学校等在学児童生徒数（本市在住のみ） 

単位：人 

  小学部 中学部 高等部 合計 

特別支援学校 

（知的障害教育部門） 
7 4 53 64 

特別支援学校 

（肢体不自由教育部門） 
6 5 3 14 

ろう学校 2 3 5 10 

盲学校 0 0 0 0 

合計 15 12 61 88 

（資料）障害福祉課                     平成 29年（2017年）5月 1日現在 

※特別支援学校については、神奈川県立鎌倉養護学校及び藤沢養護学校の児童・生徒数 

 ろう学校については、平塚ろう学校の児童・生徒数 

 盲学校については、平塚盲学校の児童・生徒数 

2-6-4 特別支援学校高等部卒業生の進路状況 

単位：人 

 

就
職 

神
奈
川
県
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

在
宅 

生
活
介
護
事
業
所 

就
労
移
行
支
援
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
事
業
所
A
型 

就
労
継
続
支
援
事
業
所
B
型 

自
立
訓
練
事
業
所 

（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
） 

療
養
介
護 

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校 

合
計 

平成 26年度 

（2014年度） 
3 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 11 

平成 27年度 

（2015年度） 
5 1 1 0 5 3 0 2 0 0 0 17 

平成 28年度 

（2016年度） 
3 1 1 0 7 3 0 4 0 0 0 19 

（資料）障害福祉課       

※各年度末における神奈川県立鎌倉養護学校及び藤沢養護学校の卒業生の進路  



 
18 

 

７ 雇用の状況 

ハローワーク藤沢管内における障害者の実雇用率は、平成 26 年度（2014 年度）

1.66％、平成 27 年度（2015 年度）1.72％、平成 28 年度（2016年度）1.85％

と年々増加しています。また、雇用率達成企業割合も増加傾向にあります。 

 

2-7-1 ハローワーク藤沢管内の人口 

単位：人 

  人口 構成比 

鎌倉市 172,352 19.4％ 

藤沢市 427,501 48.2％ 

茅ヶ崎市 239,891 27.0％ 

寒川町 48,089 5.4％ 

合計 887,833 100.0％ 

平成 29年（2017年）4月 1日現在 

（資料）平成 28年度（2016年度）業務概況 ハローワーク藤沢  

 

2-7-2 雇用状況 

（企業全体の常用労働者数が 50 人以上の事業主から報告を求め集計作成したもの） 

単位：箇所、人 

  ハローワーク藤沢（現所管） 神奈川県 

企業数 318 4,295 

常用雇用労働者数 61,866 1,065,214 

常用雇用障害者数 1,146 19,925 

実雇用率 

平成 26年度 

（2014 年度） 
1.66％ 1.75％ 

平成 27年度 

（2015 年度） 
1.72％ 1.82％ 

平成 28年度 

（2016 年度） 
1.85％ 1.87％ 

雇用率達成

企業割合 

平成 26年度 

（2014 年度） 
44.0％ 41.6％ 

平成 27年度 

（2015 年度） 
45.7％ 44.0％ 

平成 28年度 

（2016 年度） 
52.2％ 46.7％ 

 各年度 6月 1日現在 

（資料）平成 26年度（2014年度）～平成 28年度（2016 年度）業務概況 ハローワーク藤沢 

 

※障害者数とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計です。ただし、短時間労働者は、1人を

0.5人に相当するものとしてカウントし、重度身体障害者及び重度知的障害者は 1人を 2人に相当す

るものとしてカウントします。短時間の重度身体障害者及び重度知的障害者は 1人としてカウントし

ます。  
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2-7-3 ハローワーク藤沢における職業紹介状況 

単位：件 

 

新規求職申込件数 就職件数 

身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他

障害者 
合計 

身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他

障害者 
合計 

平成 26年度 

（2014年度） 
298 167 422 30 917 79 61 143 5 288 

平成 27年度 

（2015年度） 
296 227 450 45 1,018 73 79 138 13 303 

平成 28年度 

（2016年度） 
302 200 480 43 1,025 83 64 152 11 310 

前年度比 102.0％ 88.1％ 106.7％ 95.6％ 100.7％ 113.7％ 81.0％ 110.1％ 84.6％ 102.3％ 

    各年度 6月 1日現在 

（資料）平成 26年度（2014年度）～平成 28年度（2016 年度）業務概況 ハローワーク藤沢 
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 第３章  成果目標 
 

 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応

するため、国が示した基本指針に即して、必要な障害福祉サービスや障害児通所支援

などの提供体制の確保に向けた成果目標を設定します。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、施設入所者のうち、地域生活（グループホー

ム、一般住宅等）に移行する人の目標値を設定します。 

 

（１）福祉施設から地域生活への移行者数 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32 年度（2020年度）末において、平成 28 年度（2016 年度）末時点の施

設入所者数の 9％以上が地域生活（グループホーム、一般住宅等）へ移行する。 

 

【 県の状況 】 

・神奈川県では、平成 25 年度（2013 年度）末の施設入所者数（5,053 人）のう

ち、平成 28 年度（2016 年度）末までに、県全体で 193 人（3.8％）が地域移

行しています。平成 29年度（2017 年度）末までに、535 人（11％）が地域移

行することを目標としています。 

・さらなる地域移行の促進と津久井やまゆり園再生に向けた取組を実施していくこと

としています。 

 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

平成 28年度（2016年度）末の 

施設入所者数（Ａ） 
115人  

【 目標 】 

平成 32年度（2020年度）末の 

地域生活移行者数（Ｂ） 

11人 （Ａ）のうち、9.6％が地域生活へ移行する 
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（２）施設入所者数の削減 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32 年度（2020年度）末の施設入所者数を平成 28 年度（2016年度）末時

点の施設入所者数から 2％以上削減する。 

 

【 県の状況 】 

・神奈川県では、人口 10 万人当たりの入所施設の利用者数は、全国平均に比べ少な

く、もともと入所施設が少ない状況や早い時期から地域移行を進めていた背景があ

ります。しかし、今後、継続入居者への対応、医療的ケアや強度行動障害など、専

門性の高い入所支援機能を必要とする方への支援等も考慮すると、直ちに、施設入

所者数の大幅な削減を実現することは困難な実情にあります。 

 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

新たな施設入所者数（Ｃ） 8人 
平成 32年度（2020年度）末までに新たに施

設入所が必要な利用者数見込 

平成 32年度（2020年度）末の 

施設入所者数（Ｄ） 
112人 

平成 32年度（2020年度）末の利用者数見込 

（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

【 目標 】 

施設入所者数削減見込（Ｅ） 
3人 差引減少見込数（Ａ－Ｄ） 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ

う、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括

的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念を踏まえ、保

健・医療・福祉関係者による協議の場の設置が求められています。 

 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32年度（2020年度）末までに、全ての市町村ごとに協議会やその専門部会な

ど保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置する。 

 

【 県の状況 】 

・神奈川県では障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場につ

いて、医療、障害福祉、介護などの関係機関とのネットワークを有し、精神保健福

祉に関する地域の拠点である保健所等の機能を活用することとしています。 

 

【 本市の成果目標 】 

・平成 32 年度（2020年度）末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を

設置します。 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

障害者等が地域で安心して暮らしていけるよう、地域支援のための拠点の整備や、

地域の事業者が機能を分担して担う体制等の整備の推進が求められています。 

 

地域生活支援拠点等の整備にあたって求められる機能 

○相談（地域移行、親元からの自立など） 

○体験の機会・場（一人暮らし、グループホームなど） 

○緊急時の受入れ・対応（ショートステイの利便性、対応力向上など） 

○専門性（人材の確保・養成、連携など） 

○地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置など） 

 

【 基本指針に定める目標値 】 

・地域生活支援拠点等について、平成 32 年度（2020 年度）末までに各市町村又は

各圏域に少なくとも 1つを整備する。 

 

【 県の状況 】 

・「障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター」や「障害福祉サービス等地域

拠点事業所」の機能を活用した地域生活支援拠点等を 5 圏域で整備し、県の計画の

成果目標は達成しているものの、十分な機能を担う体制の整備が必要であるとして

います。 

 

【 本市の成果目標 】 

・平成 32 年度（2020年度）末までに地域生活支援のための拠点等を 1 つ整備しま

す。 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者のうち、就労支援施設等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援）を利用して一般就労へ移行する人や、就労定着支援事業を利用した人

の職場定着率について、目標値を設定します。 

（１）福祉施設から一般就労への移行者数 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32 年度（2020 年度）中の一般就労への移行者数を、平成 28年度（2016

年度）の移行者数の 1.5 倍以上とする。 
 

【 県の状況 】 

・平成 29 年度（2017年度）の一般就労へ移行する人を、平成 24年度（2012 年

度）の 512人を約 2倍（1,030 人）にする成果目標に対し、平成 28 年度（2016

年度）は 1,121人となっています。 
 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

平成 28年度（2016年度）の 

一般就労への移行者数 
19人  

【 目標 】 

平成 32年度（2020年度）の 

一般就労への移行者数 

29人 
平成 28年度（2016年度）の移行者数の 

1.5倍以上 

 

（２）就労移行支援事業の利用者数 

【 基本指針に定める目標値 】 

・就労移行支援事業の利用者数について、平成 32年度（2020年度）末における利用

者数が平成 28年度（2016年度）末の利用者数から 2割以上増加する。 
 

【 県の状況 】 

・平成 29 年度（2017年度）末の就労移行支援事業利用者数を平成 25年度（2013

年度）末時点（1,468人）から約 7 割増（2,424 人）という成果目標に対し、平

成 28 年度（2016年度）末時点では、2,426 人となっています。 
 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

平成 28年度（2016年度）末の 

就労移行支援事業の利用者数 
39人  

【 目標 】 

平成 32年度（2020年度）末の 

就労移行支援事業の利用者数 

47人 
平成 28年度（2016年度）末から 

2割以上増加 
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（３）就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

【 基本指針に定める目標値 】 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とす

る。 

 

【 県の状況 】 

・平成 28 年度（2016年度）時点で、就労移行率が 3 割以上の事業所は 155 事業

所のうち 44事業所であり、28.4％となっています。 

 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

【 目標 】 

就労移行率が 3割以上の事業所の割合 
5割 

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 

3割以上の事業所を全体の 5割以上 

 

 

（４）就労定着支援事業所による支援開始時点から1年後の職場定着率 

【 基本指針に定める目標値 】 

・就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率を 8 割以上 

とする。 

 

【 本市の成果目標 】 

項 目 数 値 備 考 

【 目標 】 

平成 32年度（2020年度）における 

職場定着率 

8割 

平成 31年度（2019年度）に就労定着支援の

利用を開始した人のうち、1年後に職場定着

している人の割合が 8割以上 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

児童福祉法の改正と平成 30 年度（2018 年度）からの施行に伴い、障害児通所支

援等の提供体制の整備や円滑な実施の確保のため、障害児福祉計画の作成が義務付け

られました。障害児の健やかな育成のための発達支援の観点から、以下の成果目標を

設定します。 

 

（１）児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32 年度（2020年度）末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なく

とも 1 箇所以上設置する。 

 

【 県の状況 】 

・県内の児童発達支援センターが設置されている市町は 15 となっています。 

 

【 本市の状況、今後の考え方 】 

・本市においては、児童発達支援センターあおぞら園を運営しており、福祉型児童発

達支援事業及び保育所等訪問支援事業を実施しています。今後は、児童発達支援セ

ンターの機能として地域支援や保護者支援等の機能拡充を図っていきます。 

 

（２）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32年度（2020年度）末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援

を利用できる体制を構築する。 

 

【 県の状況 】 

・県内の保育所等訪問支援事業所が設置されている市町は 15となっています。 

 

【 本市の状況、今後の考え方 】 

・本市においては、保育所等訪問支援を実施している事業所は児童発達支援センター

あおぞら園 1 箇所のみとなっており、センター利用児童の移行支援を実施していま

す。今後は、障害のある子どもが地域で集団生活を送ることが出来るように、実施

対象者の拡大を図っていきます。  
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（３）重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所の確保 

【 基本指針に定める目標値 】 

・平成 32 年度（2020年度）末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保

する。 

 

【 本市の状況、成果目標 】 

・本市においては、児童発達支援について現在 2 箇所で重症心身障害児の受入れ・対

応を行っています。また、児童の状況に応じて個別に受入れ・対応を行っている事

業所もあります。 

・放課後等デイサービスについては、重症心身障害児の受入れが可能な事業所の設置

を支援します。 

 

 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

【 基本指針に定める目標値 】 

・医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度

（2018 年度）末までに各市町村において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等

の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。 

 

【 本市の成果目標 】 

・平成 30 年度（2018 年度）末までに、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場を設置します。 
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第４章  障害福祉サービス等の見込量 
 

 

１ 障害福祉サービス等の見込量 

（１）訪問系サービス 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護や家事援助を行います。 

② 重度訪問介護 

在宅の常に介護を必要とする重度の肢体不自由者、または重度の知的・

精神障害者で行動障害を有する人に、自宅における身辺介護や外出時の移

動支援等を総合的に行います。 

③ 同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人の外出に同行して、必要

な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。 

④ 行動援護 

知的障害または精神障害により行動上著しく困難を有する障害児者で、

常時介護を必要とする人に、危険を回避するために必要な外出支援を行い

ます。 

⑤ 重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性が極めて高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に

行います。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 居宅介護 

② 重度訪問介護 

③ 同行援護 

④ 行動援護 

⑤ 重度障害者等 

包括支援 

4,773時間/月 5,835 時間/月 6,355時間/月 6,930時間/月 

206人/月 246人/月 265人/月 284人/月 
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【 見込量の確保のための方策 】 

居宅介護等（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括

支援）については、在宅の障害者の地域生活を支援する訪問系のサービスです。地域

における障害特性の多様化、障害の重度化、障害者の高齢化に伴い、増加が見込まれ

ます。必要とする人へのサービス提供が保障されるよう、サービス提供事業者や相談

支援事業者と連携して、訪問系サービスを実施していきます。 

 

【 （参考）見込量の事業別内訳 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 居宅介護 

3,618時間/月 4,150 時間/月 4,350時間/月 4,600時間/月 

154人/月 180人/月 190人/月 200人/月 

② 重度訪問介護 

0時間/月 300時間/月 450時間/月 600時間/月 

0人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

③ 同行援護 

828.5時間/月 1,000 時間/月 1,125時間/月 1,250時間/月 

31人/月 40人/月 45人/月 50人/月 

④ 行動援護 

326.5時間/月 385時間/月 430時間/月 480時間/月 

21人/月 24人/月 27人/月 30人/月 

⑤ 重度障害者等 

包括支援 

0時間/月 0時間/月 0時間/月 0時間/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 
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（２）日中活動系サービス 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 生活介護 
常に介護を必要とする人に、日中、入浴、排せつ、食事等の身辺介護と

創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

② 自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活、社会生活をめざし、一定期間、身体機能または生活

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

③ 就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識およ

び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

④ 就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、知識および能力の向上のために必要

な訓練を行い、就労に向けた支援を提供します。 

「Ａ型（雇用型）」は、事業所内において雇用契約に基づき就労機会を

提供します。 

「Ｂ型（非雇用型）」は、雇用契約を結ばず就労の機会や生産活動の機

会を提供します。 

⑤ 就労定着支援 

 新設  

一般就労に移行した障害者に対し、相談を通し就労に伴う環境変化によ

り生じている生活面の課題を把握するとともに、事業所・家族との連絡調

整等の支援を一定の期間提供します。 

⑥ 療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護等を行います。 

⑦ 短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

障害者支援施設等で実施している福祉型と、病院等で実施している医療

型があります。 

 

【 見込量 】 

① 生活介護 

生活介護の見込量については、過去の実績、養護学校の卒業予定者や新規利用者、

地域移行者等の動向を踏まえ、推計しました。 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 生活介護 

6,951延人日/月 7,300延人日/月 7,400延人日/月 7,500 延人日/月 

353人/月 365人/月 370人/月 375人/月 
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② 自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

自立訓練（機能訓練、生活訓練）の見込量については、過去の実績や新規利用者等

を踏まえ、推計しました。 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

② 自立訓練 

機能訓練 

18延人日/月 45延人日/月 45延人日/月 45延人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

生活訓練 

175延人日/月 270延人日/月 300延人日/月 330延人日/月 

21人/月 27人/月 30人/月 33人/月 

 

③ 就労移行支援 

就労移行支援の見込量については、過去の実績、養護学校の卒業予定者、新規利用

者等を踏まえ、推計しました。 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

③ 就労移行支援 

727延人日/月 1,020延人日/月 1,360延人日/月 1,785延人日/月 

39人/月 60人/月 80人/月 105人/月 

 

④ 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

就労継続支援 A 型事業、B 型事業の見込量については、過去の実績、養護学校の卒

業予定者、新規利用者、就労移行支援利用者の移行等を踏まえ、推計しました。 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

④ 就労継続 

支援 

Ａ型 

984延人日/月 1,060延人日/月 1,140延人日/月 1,240延人日/月 

49人/月 53人/月 57人/月 62人/月 

Ｂ型 

3,241延人日/月 3,675延人日/月 3,975延人日/月 4,350延人日/月 

217人/月 245人/月 265人/月 290人/月 
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⑤ 就労定着支援 

就労移行支援事業所等から一般就労した人が、就労に伴う環境変化等により生じて

いる生活面の課題に対応できるよう支援するサービスで、平成30年度（2018年度）

から新たに創設されるものです。就労移行支援事業所等から一般就労への移行者数の

見込や利用者のニーズを踏まえ、推計しました。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑤ 就労定着支援 － 4人/月 12人/月 20人/月 

 

⑥ 療養介護 

療養介護の見込量については、重症心身障害者等のニーズ、18 歳未満の重症心身

障害児施設の入所者数等を踏まえ、推計しました。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑥ 療養介護 16人/月 18人/月 19人/月 20人/月 

 

⑦ 短期入所（ショートステイ） 

短期入所（ショートステイ）の見込量については、サービス未利用者の潜在的なニ

ーズ、介護を担う家族の高齢化、レスパイトや緊急時対応、地域生活への移行の推進

等を踏まえ、推計しました。 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑦ 短期入所 

（ショート 

ステイ） 

福祉型 

560延人日/月 700延人日/月 800延人日/月 900延人日/月 

83人/月 100人/月 120人/月 140人/月 

医療型 

28延人日/月 50延人日/月 60延人日/月 70延人日/月 

6人/月 10人/月 12人/月 14人/月 

合計 

588延人日/月 750延人日/月 860延人日/月 970延人日/月 

88人/月 110人/月 132人/月 154人/月 
  



 
33 

 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

日中活動系サービスは、入所及び通所施設で昼間の活動を支援するサービスです。

介護や支援を必要とする障害者へのサービス提供ができるよう、サービス実施事業者

と連携して日中活動系サービスを実施します。 

 

 

【 共生型サービスについて 】 

障害者が 65 歳以上になっても、従来から障害福祉制度で受けてきたサービスを同

じ事業所で継続して受けやすくするために、平成 30 年度（2018 年度）から障害福

祉制度と介護保険制度で共通するサービスが位置づけられることになりました。児童

福祉法もしくは障害者総合支援法の指定を受けている事業所が、介護保険法の指定も

受けることで、訪問介護、通所介護等のサービスを実施することができるようになり

ます。サービス利用においては、障害の相談支援専門員と介護保険のケアマネジャー

との連携がより重要となってきます。 
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（３）居住系サービス 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 自立生活援助 

 新設  

施設入所支援や共同生活援助（グループホーム）等から一人暮らしを希

望する障害者に対し、一定の期間、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確

認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、利用者

からの相談・要請がある場合は随時の対応を行います。 

② 共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居で、夜間や休日に相談に加えて、入浴、排せつ、食

事の介護など日常生活上の援助を行います。 

③ 施設入所支援 
入所している施設で、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行

います。 

 

【 見込量 】 

① 自立生活援助 

平成 30 年度（2018年度）より新たに創設されるサービスです。福祉施設からの

地域移行者等を踏まえ、推計しました。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 自立生活援助 － 2人/月 2人/月 2人/月 

 

② 共同生活援助（グループホーム） 

共同生活援助（グループホーム）の見込量については、利用ニーズや地域移行者数

を踏まえ、推計しました。地域生活における居住の場として利用ニーズは高く、地域

移行の観点からも引続き体制整備が求められています。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

② 共同生活援助 

（グループホーム） 

110人/月 120人/月 135人/月 150人/月 

24箇所 26箇所 27箇所 28箇所 
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③ 施設入所支援 

施設入所支援の見込量については、施設入所者の地域移行の方針に従い、推計しま

した。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

③ 施設入所支援 115人/月 114人/月 113人/月 112人/月 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

共同生活援助（グループホーム）を実施している事業者への支援を行っていくとと

もに、共同生活援助（グループホーム）を実施する意向がある事業者の把握を進め、

体制整備に努めます。 

施設入所支援については、地域移行者や施設入所待機者の動向を踏まえながらサー

ビス量確保に努めます。 
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（４）相談支援 

障害福祉サービス等の支給決定の開始や継続に際して、障害者の心身の状況、その

置かれている環境等を勘案し、障害福祉サービス等の利用計画を作成し、モニタリン

グを行う「計画相談支援」や、福祉施設からの退所や病院等からの退院等に伴い、一

定期間集中支援を行うことが必要となる者の相談支援を行う「地域相談支援」として

「地域移行支援・地域定着支援」を実施します。 

計画相談支援及び地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）を必要とする利用

者数を勘案し、相談支援を行う事業者と連携して、計画作成を進めていきます。また、

地域移行支援及び地域定着支援を必要とする利用者への支援も実施していきます。 

 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 計画相談支援 

障害福祉サービスまたは地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）

を利用する人に、サービス等利用計画などを作成し、サービス提供事業者

との連絡・調整、モニタリングを行います。 

② 地域移行支援 
施設入所や入院等をしている人に対して、住居の確保や、地域生活への

移行等について、相談などの必要な支援を行います。 

③ 地域定着支援 

居宅で一人暮らしをしている人や、家庭の状況等により同居している家

族による支援を受けられない人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急

時における連絡・相談などの支援を行います。 

 

【 見込量 】 

① 計画相談支援 

障害福祉サービス等の利用計画を作成し、モニタリングを実施する計画相談支援は、

サービス利用に際して必須となることからサービス利用計画の作成等を必要とする利

用者数を見込んで推計しました。 

計画相談支援を実施する相談支援事業所について、市内の社会福祉法人や NPO 法

人などと連携し、事業所の指定を充実してきました。引続き、充実が求められる精神

障害や発達障害の分野を中心に相談支援体制の整備を進めます。 
 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 計画相談支援 201人/月 220人/月 240人/月 260人/月 
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② 地域移行支援 

地域移行支援は、平成 26 年度（2014 年度）から対象者を拡大し、新たに救護施

設や更生施設（生活保護法による保護施設）に入所している障害者や少年院等に収容

されている障害者が含まれたこととともに、精神科病院に長期入院している精神障害

者の地域移行支援が求められていくことを考慮し、利用者数を見込んで推計しました。 
 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

② 地域移行支援 0人/年 2人/年 4人/年 6人/年 

 

 

③ 地域定着支援 

施設入所者及び入院中の精神に障害のある方の地域生活への移行者数とこれまでの

実績を考慮し、利用者数を見込んで推計しました。 
 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

③ 地域定着支援 1人/年 2人/年 4人/年 6人/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

基幹相談支援センター、相談支援事業所、サービス提供事業所や医療機関などの関

係機関との連携を強化し、相談支援体制を整備していきます。また、障害者のニーズ

を受け止めた質の高い相談支援を利用できるよう、相談支援専門員のスキルの向上を

図ります。 
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２ 障害児通所支援等の見込量 

重度の障害等の状態にあり、障害児通所支援を利用するために外出することが著し

く困難な障害のある児童に発達支援が提供できるよう、障害のある児童の居宅を訪問

して発達支援を行うサービス「居宅訪問型児童発達支援」が平成 30 年度（2018 年

度）より新たに創設されます。 

 

（１）障害児通所支援 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 児童発達支援 
就学前の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への

適応訓練などの支援を行います。 

② 医療型児童発達支援 
肢体不自由がある児童に、医療的管理のもと理学療法などの機能訓練や

支援を行います。 

③ 放課後等デイ 

サービス 

授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のための訓練や社

会との交流の促進などの支援を行います。 

④ 保育所等訪問支援 
保育所等を訪問して、障害のある児童に、障害のない児童との集団生活

への適応のための支援を行います。 

⑤ 居宅訪問型児童発達

支援  新設  

重度の障害等のために外出が著しく困難な障害のある児童に、居宅を訪

問して発達支援を行います。 
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【 見込量 】 

これまでの実績をもとに、利用者数等を見込んで推計しました。 

 

※延人日／月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 児童発達支援 

743延人日/月 815延人日/月 860延人日/月 900延人日/月 

64人/月 74人/月 78人/月 82人/月 

② 医療型児童発達支援 

0延人日/月 0延人日/月 0延人日/月 0延人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

③ 放課後等デイ 

サービス 

1,913延人日/月 2,640延人日/月 2,940延人日/月 3,240延人日/月 

171人/月 220人/月 245人/月 270人/月 

④ 保育所等訪問支援 

3延人日/月 8延人日/月 16延人日/月 22延人日/月 

3人/月 4人/月 8人/月 11人/月 

⑤ 居宅訪問型児童 

発達支援 

― 0延人日/月 8延人日/月 8延人日/月 

― 0人/月 2人/月 2人/月 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

療育のニーズは高く、サービス量の増加が見込まれます。サービスの質に留意しな

がらサービス量を確保していきます。 
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（２）障害児相談支援 

【 事業名と内容 】 

事 業 名 内 容 

① 障害児相談支援 
障害児通所サービスの利用を希望する児童に、その環境やサービス利用

に関する意向を反映した障害児支援利用計画を作成します。 

 

 

【 見込量 】 

これまでの実績をもとに、利用者数等を見込んで推計しました。 

 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 障害児相談支援 34人/月 50人/月 65人/月 80人/月 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

療育のニーズは高く、サービス量の増加が見込まれます。サービスにも留意しなが

ら相談支援体制を確保していきます。 
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３ 地域生活支援事業の見込量 

地域生活支援事業について、事業の種類ごとに実施に関する考え方、見込量及び見

込量の確保のための方策を定めます。 
 

（１）必須事業 

① 理解促進研修・啓発事業 

【 実施に関する考え方 】 

日常生活や社会生活上で生じる「社会的障壁（バリア）」をなくし、共生社会の実現

を図るため、地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓

発事業を実施します。 
 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 理解促進研修・ 

啓発事業 
実施 実施 実施 実施 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

各種講演会・イベント等の開催や鎌倉市障害者支援協議会地域生活支援部会での地

域との交流事業などに取り組みます。 

 

② 自発的活動支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

共生社会の実現を図るため、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことが

できるよう地域における自発的な活動を支援します。 
 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

② 自発的活動支援事業 未実施 実施 実施 実施 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

共生社会の実現に向けて、障害者等やその家族、地域住民等多くの方が関わること

ができるように支援します。  
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③ 相談支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者やその家

族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、権利擁護のために必要な援助等を

市内の相談支援事業所で実施します。 

さらに、地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として設置した基幹相談支援セ

ンターが、鎌倉市障害者支援協議会を運営し、地域の関係機関との連携の強化等に取

り組みます。また、相談支援事業者に対する専門的な指導や人材育成の支援等にも取

り組むなど、相談支援機能の強化を図ります。 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によ

り入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整の支援等を実施し、地域生活を支

援します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

③ 相談支

援事業 

障害者相談 

支援事業 
3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 

基幹相談支援 

センター等 

機能強化事業 

実施 実施 実施 実施 

住宅入居等 

支援事業 
実施 実施 実施 実施 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

地域移行や地域生活支援拠点の整備、多様化、複雑化する相談に対応できるよう相

談支援機能の強化を図ります。 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

成年後見制度の利用が有用の知的障害者や精神障害者に対して、成年後見制度の利

用を支援し、権利擁護を図ります。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

④ 成年後見制度 

利用支援事業 
1人/年 2人/年 2人/年 2人/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

成年後見制度の周知・啓発を行います。関係機関と連携を取りながら、市民後見人

を養成・支援し、障害者の権利擁護を推進するため、制度の利用支援を実施します。 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保し、市民

後見人との連携も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図り

ます。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑤ 成年後見制度 

法人後見支援事業 
未実施 実施 実施 実施 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

障害者の権利擁護を推進するため関係機関と連携し、後見事務を実施する法人の支

援員としての活動の場を設けるなど、市民後見人として活動できるよう支援を行いま

す。また、成年後見制度連絡会等を通じて、関係団体の連携強化や適正な後見業務の

実施を支援します。 
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⑥ 意思疎通支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者や要

約筆記者の派遣等を行い、円滑な意思疎通を支援します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑥ 意思疎通

支援事業 

手話通訳者 

派遣事業 
115回/年 120回/年 130回/年 140回/年 

要約筆記者 

派遣事業 
59回/年 60回/年 70回/年 80回/年 

手話通訳者 

設置事業 
0.5人/日 0.5人/日 0.5人/日 0.5人/日 

 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

引続き、手話通訳や要約筆記の人材を育成し、市登録者を確保するとともに、手話

通訳者や要約筆記者の派遣等の制度の周知に取り組みます。 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

【 実施に関する考え方 】 

障害者等に対して、日常生活上の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活

用具を給付します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑦ 日常生活

用具給付

等事業 

介護・訓練 

支援用具 
1件/年 15件/年 15件/年 15件/年 

自立生活 

支援用具 
18件/年 20件/年 20件/年 20件/年 

在宅療養等 

支援用具 
33件/年 40件/年 40件/年 40件/年 

情報・意思疎

通支援用具 
24件/年 30件/年 35件/年 40件/年 

排泄管理 

支援用具 
2,980件/年 3,000 件/年 3,000件/年 3,000件/年 

居宅生活動

作補助用具 
0件/年 3件/年 4件/年 5件/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

個々の障害者等の生活状況や生活環境に配慮して、日常生活用具の給付を行います。

制度や用具の周知に努め、制度利用の充実が図られるよう、必要に応じて、適宜、対

象範囲や対象品目を拡充するなど事業を推進します。 
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⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

【 実施に関する考え方 】 

意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑧ 手話奉仕員養成 

研修事業 

（養成講習修了者数） 

61人 70人 70人 70人 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

引続き、委託による講習会等の養成事業を継続し、手話奉仕員を養成します。手話

奉仕員としての活動の場や活用の方法等については、聴覚障害者や手話通訳者の意見

等を考慮しながら検討します。 

 

⑨ 移動支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

屋外での移動が困難な障害者等の地域における自立生活や社会参加を促すことを目

的として外出のための支援を行います。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑨ 移動支援事業 

436人 490人 520人 550人 

28,319時間／年 31,850時間／年 33,800時間／年 35,750時間／年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

利用ニーズは高い一方で、支援を行う人材の確保が難しい状況です。サービス提供

体制が不安定にならないように配慮しつつ、ニーズに応じた実施方法等を検討するな

どして移動支援事業を推進します。 
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⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

【 実施に関する考え方 】 

障害者等の地域生活支援の促進のため、創作的活動や生産活動、社会との交流活動

の機会を提供する地域活動支援センターの機能を充実、強化します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑩ 地域活動支援 

センター 

機能強化事業 

11箇所 11箇所 11箇所 11箇所 

240人 250人 250人 250人 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

福祉施設や病院等からの地域生活への移行促進の観点から、障害者が柔軟に利用で

きる社会資源の確保が重要です。地域との交流や障害者福祉制度の対象となっていな

い障害者等への支援も行います。 
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（２）その他実施する事業（市任意事業） 

① 訪問入浴サービス事業 

【 実施に関する考え方 】 

重度の身体障害者の地域での生活を支援するため、居宅を訪問して入浴サービスを

提供します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

① 訪問入浴サービス 

事業 
390回/年 400回/年 400回/年 400回/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

引続き、サービスの供給体制を維持しながら、実施します。 

 

 

② 日中一時支援事業 

【 実施に関する考え方 】 

障害者等の家族の就労支援や障害者等を日常的に介護している家族のレスパイトを

目的として、障害者等の日中における活動の場を確保します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

② 日中一時支援事業 106回/年 150回/年 200回/年 250回/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

日中活動系のサービスの 1 つとして、利用ニーズに応じた体制整備を進め、地域生

活支援の充実を図ります。 
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③ 巡回支援専門員整備 

【 実施に関する考え方 】 

保育所や放課後児童クラブ（子どもの家）等の子どもやその親が集まる施設・場に

巡回等支援を実施し、発達が「少し気になる」段階から支援を行うための体制の整備

を図り、保育所等訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向上を図ること

を目的とします。 
 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

③ 巡回支援専門員整備 136回/年 140回/年 140回/年 140回/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

保育所等訪問支援等の適切な支援に結び付けられるよう、障害児相談支援事業所や

児童発達支援等関係機関と連携をしながら継続して実施します。 

 

 

④ 点字・声の広報等発行 

【 実施に関する考え方 】 

文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳その他障害者等にわ

かりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、

生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを適宜、障

害者等に提供します。 
 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

④ 点字・声の広報等 

発行 
44回/年 45回/年 45回/年 45回/年 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

引続き、点字・声の広報等を発行していくとともに、ニーズに応じて、わかりやす

い方法による情報提供を検討します。 
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⑤ 障害者虐待防止対策支援 

【 実施に関する考え方 】 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、地域

における関係行政機関、障害者等の福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者又

は関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ることを目的と

します。 

 

【 見込量 】 

事 業 名 

参考（実績） 第 5期計画（見込量） 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018 年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度 

（2020年度） 

⑤ 障害者虐

待防止対

策支援 

緊急一時

保護の体

制整備 

2日/年 10日/年 10日/年 10日/年 

専門性の

強化のた

めの職員

配置 

1人 

（専門職） 

1人 

（専門職） 

1人 

（専門職） 

1人 

（専門職） 

 

【 見込量の確保のための方策 】 

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、関係

機関との連携を深めるとともに、障害者虐待防止法の普及啓発を実施します。 
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第５章  計画の進行管理 
 

 

１ 障害者福祉計画推進会議、障害者福祉計画推進委員会 

市では、計画の進捗状況などを把握するため、毎年度、「鎌倉市障害者福祉計画推進

状況報告書」を作成しています。 

この報告書を作る過程において、庁内においては関係課の委員で構成する「鎌倉市

障害者福祉計画推進会議」で進捗状況についての確認などを行い、分析、評価、計画

の見直しなどの検討を行います。 

さらに、外部の学識経験者、関係機関、福祉団体、市民などで構成する「鎌倉市障

害者福祉計画推進委員会」でも同様に進捗状況を確認し、分析、評価、計画の見直し

などの検討を行います。実際に計画内容を見直す場合は、「鎌倉市障害者福祉計画推進

委員会」で決定することとなります。 

 

 

２ ＰＤＣＡサイクル  

計画を見直す際の手法は、PDCAサイクルの考え方を使います。 

（１）計画（Plan） 

「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福祉サービ

スの見込量の設定やその他確保方策等を定めます。 

（２）実行（Do） 

計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 

（３）評価（Check） 

成果目標及び活動指標について、その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向

も踏まえながら、障害者福祉計画の中間評価として分析・評価を行います。 

（４）改善（Act） 

中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害者福祉計画の見直し

等を実施します。 
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３ 鎌倉市障害者支援協議会 

「鎌倉市障害者支援協議会」は平成 19年度（2007 年度）に立ち上げられ、平成

27 年度（2015 年度）までは「鎌倉市自立支援協議会」という名称で開催してきま

した。目的や趣旨をわかりやすくするために、平成 28 年度（2016 年度）から「鎌

倉市障害者支援協議会」に名称を変更しました。 

「鎌倉市障害者支援協議会」は、地域の福祉、雇用、教育、医療などの分野、障害

当事者などの委員で構成され、地域の課題等について協議等を行い、障害福祉の増進

を図るためさまざまな取組を行っています。協議会は、就労支援部会などテーマごと

の協議の場となる複数の専門部会と、それを束ねる全体会から構成されています。協

議会で協議をした内容で、市の施策へ反映するべき内容については、鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会へ提言をするという役割を担っています。 

 

 

鎌倉市障害者支援協議会体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年（2017 年）4月 1日現在 

 

 

鎌倉市関係課

鎌倉市
障害者福祉計画推進委員会
（外部会議）

鎌倉市
障害者福祉計画推進会議
（庁内会議）

就労支援部会 権利擁護・相談支援部会 こども支援部会

作業部会等 作業部会等 作業部会等

　鎌倉市障害者支援協議会

事務局
（課題受付窓口）
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営
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握
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関係団体
障害サービス、高齢福祉、地域福
祉、教育、児童支援、就労、当事

者、医療分野等

地域生活支援部会

横須賀・三浦障害保健福祉圏域
自立支援協議会

神奈川県自立支援協議会

作業部会等

～ 鎌倉市障害者基本計画の将来目標 ～

障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち
連携

調整依頼

・専門部会からの報告・提言内容の評価、検討と、承認に基づく市への意見
・協議会の運営内容についての評価

【目的】障害者の地域での生活を支援するため、課題を把握し、
その解消に向けて施策への反映等、課題解決のための支援体
制整備に関する事項を協議する。

報

告

・主たるテーマごとに課題対応策、方針を決定、全体会に報告
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換
等

・関係各課が連携し、福祉施策に関する調整、調査、研究等を行う
※鎌倉市障害者福祉計画推進会議設置要綱により設置

・鎌倉市障害者福祉計画の策定及び推進に関し調査審議を行う
※鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例、同施行規則により設置
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討
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     資料編 
 

 

１ 計画策定の経過 

 

年度 実施月日 策定経過の項目 内容 

平
成
28
年
度
（
２
０
１
６
年
度
） 

3月 15日～ 

3月 28日 

アンケート調査 

（障害者用、 

障害児及び保護者用） 

・市内在住の障害者 2,300人、障害児 200人を対象 

・郵送による配布回収 

・回収率：障害者用 54.7％、障害児及び保護者用 55.0％ 

平
成
29
年
度
（
２
０
１
７
年
度
） 

6月 21日 
「障害者施策への提言」

の提出 

・「障害者施策への提言」を鎌倉市障害者支援協議会が鎌倉

市障害者福祉計画推進委員会に提出 

7月 31日 

平成29年度（2017年度）

第 1回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進会議 

・鎌倉市障害者福祉計画の策定について 

・アンケート調査の報告について 

・平成 28年度（2016年度）鎌倉市障害者福祉計画推進状況

報告書（案）について 

8月 1日～ 

8月 13日 

市政ｅ-モニターアン

ケート「障害者の福祉

について」 

・送信者：440人（着信者数：417人） 

・インターネットによるアンケート回答 

・回答率（対着信者数）：33.1％ 

8月 24日 

平成29年度（2017年度）

第 1回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進委員会 

・鎌倉市障害者福祉計画の策定について 

・アンケート調査の報告について 

・平成 28年度（2016年度）鎌倉市障害者福祉計画推進状況

報告書（案）について 

9月 28日 

平成29年度（2017年度）

第 2回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進会議 

・鎌倉市障害者福祉計画素案について 

・アンケート調査の報告について 

10月 13日 

平成29年度（2017年度）

第 2回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進委員会 

・鎌倉市障害者福祉計画素案について 

・アンケート調査の報告について 

10月 24日 

第 1回 

鎌倉市障害者支援協議

会との意見交換会 

・鎌倉市障害者福祉計画策定について鎌倉市障害者支援協

議会委員との意見交換を実施 

11月 1日・ 

8日・10日 

当事者団体との意見交

換会 

・全 3回開催 

・6団体が参加 

・鎌倉市障害者福祉計画策定について意見交換を実施 

11月 17日 

平成29年度（2017年度）

第 3回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進会議 

・平成 28年度（2016年度）鎌倉市障害者福祉計画推進状況

報告（案）について 

・第 3期鎌倉市障害者基本計画（案）について 

・第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画（案）について   
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年度 実施月日 策定経過の項目 内容 

平
成
29
年
度
（
２
０
１
７
年
度
） 

11月 27日 

平成 29年度（2017年度）

第 3回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進委員会 

・平成 28年度（2016年度）鎌倉市障害者福祉計画推進状況

報告書（案）について 

・第 3期鎌倉市障害者基本計画（案）について 

・第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画（案）について 

12月 15日～ 

1月 15日 

意見公募手続 

（パブリックコメント） 

・第 3期鎌倉市障害者基本計画（案）、第 5期鎌倉市障害福

祉サービス計画（案）についての意見公募手続きを実施 

・全 35件の意見を受付 

1月 12日 

第 2回 

鎌倉市障害者支援協議

会との意見交換会 

・鎌倉市障害者福祉計画策定について鎌倉市障害者支援協

議会委員との意見交換を実施 

2月 21日 

平成 29年度（2017年度）

第 4回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進会議 

・意見公募手続（パブリックコメント）集約報告 

・第 3期鎌倉市障害者基本計画（案）について 

・第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画（案）について 

3月 1日 

平成 29年度（2017年度）

第 4回 

鎌倉市障害者福祉計画 

推進委員会 

・意見公募手続（パブリックコメント）集約報告 

・第 3期鎌倉市障害者基本計画（案）について 

・第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画（案）について 
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２ 障害者施策にかかる主な法制度等の動向 

（１）近年の国の動向  

 

年月 障害のある人に関する主な法制度改正、施行など 

平成 17年 

（2005年） 

4月 

・「発達障害者支援法」施行 

発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責

務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者

の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について規定 

平成 18年 

（2006年） 

4月 

・「障害者自立支援法」施行 

3 障害（身体・知的・精神）のサービス提供主体が市区町村に一元化され、サー

ビス支給決定の透明化や明確化のため、障害程度区分を導入するなど、社会全体

で障害のある人を支える仕組みが構築される 

平成 18年 

（2006年） 

12月 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」

施行 

・「教育基本法」改正 

平成 19年 

（2007年） 

4月 

・「特別支援教育の推進のための学校教育法等」一部改正 

障害のある子どもの教育的支援を行う特別支援教育が学校教育法に位置づけられ

る 

平成 19年 

（2007年） 

9月 

・「障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）」に署名 

平成 21年 

（2009年） 

12月 

・国連「障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）」の締結に必要な国内法の

整備を始めとする日本の障害者制度の集中的な改革を行うため「障害者制度改革

推進本部」を内閣に設置 

平成 23年 

（2011年） 

8月 

・「障害者基本法の一部を改正する法律」施行 

共生社会の実現、差別禁止、教育・療育支援の充実化など 

平成 24年 

（2012年） 

10月 

・「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律）」施行 

平成 25年 

（2013年） 

4月 

・「障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律）」施行（一部、平成 26年 4月施行） 

新たに難病を追加 

・「障害者優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律）」施行 

・「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」改正 

障害のある人の法定雇用率の引き上げ（民間 1.8％から 2.0％、行政 2.1％から

2.3％）   
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年月 障害のある人に関する主な法制度改正、施行など 

平成 25年 

（2013年） 

6月 

・成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律施行 

平成 26年 

（2014年） 

1月 

・「障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）」の批准 

平成 26年 

（2014年） 

4月 

・「精神保健福祉法」施行 

 精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図る 

平成 27年 

（2015年） 

1月 

・「難病法（難病患者に対する医療等に関する法律）」施行 

難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の

維持向上を図る 

平成 28年 

（2016年） 

4月 

・「障害者差別解消法（障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律）」施行 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業

者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を規定 

平成 28年 

（2016年） 

4月 

・「障害者雇用促進法」改正 

 障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を定めるとともに、

精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等 

平成 28年 

（2016年） 

8月 

・「発達障害者支援法」改正 

 切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑みること及び

障害者基本法の基本的な理念にのっとること等を規定 

平成 29年 

（2017年） 

4月 

・「児童福祉法」改正 

児童福祉法の理念の明確化や市町村及び児童相談所の体制の強化など 
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（２）制度改正の主なポイント  

① 「障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律）」の施行 

平成 24 年（2012 年）6 月に公布された「地域社会における共生の実現に向けて

新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、従来

の障害者自立支援法は、障害者総合支援法となりました。 

 

区分 障害者総合支援法のポイント 

①目的・基本理念 

目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人

としての尊厳」と明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サ

ービスによる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行

うこととなります。 

また、基本理念は、平成 23 年（2011 年）の障害者基本法の改正を踏まえ、社

会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよ

う、総合的かつ計画的に行われることとされています。 

②障害のある人の

範囲の見直し 

障害者自立支援法では、支援の対象が身体障害のある人、知的障害のある人、

精神障害のある人（発達障害のある人を含む）に限定されていましたが、障害者

総合支援法では一定の難病の患者が対象として加えられています。 

③障害支援区分へ

の名称・定義の 

改正 

「障害程度区分」が知的障害、発達障害、精神障害の状態を適切に反映してい

ないとの指摘を踏まえ、「障害支援区分」へと改正されました。 

また、知的障害及び精神障害については、一次判定（コンピューター判定）で

低く判定される傾向があったため、障害者総合支援法では障害支援区分の判定に

おける認定調査項目や判定式の見直しが行われています。 

④障害のある人に

対する全国共通

の支援体系 

重度の肢体不自由者に限定されていた重度訪問介護は知的・精神障害のある人

へ拡大しました。また、共同生活介護（ケアホーム）は共同生活援助（グループ

ホーム）に一元化されています。 

⑤サービス基盤の

計画的整備 

障害福祉計画に必ず定める事項に「サービス提供体制の確保に係る目標に関す

る事項」と「地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」を加えるほか、

いわゆるＰＤＣＡサイクルに沿って障害福祉計画を見直すことが規定されまし

た。 

また、地域自立支援協議会の名称についても、地域の実情に応じて定められる

ようにするとともに、障害のある人や家族の参画が法律上に明記されています。 
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② 「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行 

「障害者基本法の一部を改正する法律」が平成 23 年（2011 年）8月に公布され

（一部を除き同日施行）、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するとの目的規定の見

直し、障害者の定義の見直しや差別の禁止などが規定されました。 

「障害者総合支援法」では、その基本理念に“社会参加の機会の確保及び地域社会

における共生・社会的障壁の除去”が明記されましたが、これは障害者基本法の一部

改正に呼応したものでもあります。 

 

③ 「障害者差別解消法（障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律）」 

の施行 

国連の「障害者権利条約」の批准に必要な国内法として、「障害者差別解消法」が平

成 25 年（2013 年）6月に成立し、国や自治体など行政機関は、障害のある人の要

望などに応じて日常生活や社会参加の障壁を取り除く配慮を行うことが義務付けられ、

平成 28 年（2016年）4 月に施行されました。 

 

④ 「難病法（難病患者に対する医療等に関する法律）」の施行 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の一環として「難病の患者に対す

る医療等に関する法律」（難病法）が平成 26年（2014 年）5 月に成立し、平成 27

年（2015 年）1月に施行されました。 

指定難病に対して医療費を助成する制度や難病の医療に関する調査及び研究の推進

などについてこの法律で定めています。 

 

⑤ 「児童福祉法」の改正 

平成 24 年（2012 年）の改正では、障害のある児童の定義が見直され、身体及び

知的に障害のある児童に、精神に障害のある児童が加えられ、平成 25 年（2013 年）

の改正では、障害者総合支援法の成立に対応し、障害のある児童の定義に難病が追加

されました。 

また、平成 28年（2016 年）6 月の改正では、すべての児童が健全に育成される

よう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化などを

図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世帯包括支援センター（母

子健康包括支援センター）の全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化などが定

められています。  
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⑥ 「発達障害者支援法」の改正 

平成 17 年（2005 年）の施行から約 10 年が経過し、発達障害のある人の支援を

一層充実させるため、平成 28 年（2016 年）8月に改正発達障害者支援法が施行さ

れ、目的に「切れ目なく発達障害者の支援を行う」が明記されたほか、発達障害のあ

る人の定義の改正、基本理念の新設など、総則に大きな改正が行われました。また、

発達障害のある人を支援するための施策として、「発達障害の疑いがある場合の相談体

制の整備」や「個別の教育支援計画・個別の指導計画作成の推進」が明記されるなど、

改正は法律全般にわたっています。 

 

⑦ 「障害者雇用促進法」の改正と施行 

平成 25 年（2013 年）6 月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、

平成 28 年度（2016年度）から雇用分野における障害のある人の差別の禁止や合理

的な配慮の義務が定められるとともに、平成 30年度（2018 年度）から法定雇用率

の算定基礎に精神障害のある人を加えることが規定されました。  

事業主区分 
法定雇用率 

現行  平成 30年 4月 1日以降 

民間企業 2.0％ ⇒ 2.2％ 

国、地方公共団体等 2.3％ ⇒ 2.5％ 

都道府県等の教育委員会 2.2％ ⇒ 2.4％ 

 

⑧ 「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律）」の施行 

平成 24 年（2012 年）10 月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律「障害者虐待防止法」」が施行され、家庭や施設などで障害のある

人に対する虐待を発見した人に自治体への通報を義務付けているほか、親による虐待

が生命に関わる危険性があると認められた場合には、親の許可がなくても自治体職員

の自宅への立ち入りを認めること、虐待に関する相談窓口の設置を自治体に義務付け

ることなどが盛り込まれています。 

 

⑨ 「障害者優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進等に関する法律）」の施行 

平成 25 年（2013 年）4 月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進等に関する法律」が施行され、公的機関には、物品やサービスを調達する際、

障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することを推進し、障害のある人の自

立の促進に資することとされています。  
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３ 障害者福祉に関するアンケート調査結果（概要版） 

Ⅰ 調査の概要 

（１）調査の目的 

平成 30 年度（2018 年度）開始の「第 3 期鎌倉市障害者基本計画」及び「第 5

期鎌倉市障害福祉サービス計画」策定の基礎資料として、調査を実施しました。 

 

（２）調査対象 

障害者用アンケート：鎌倉市在住の障害者手帳所持者 2,300 人 

障害児及び保護者用アンケート：鎌倉市在住の 18 歳未満の障害者手帳所持者 

及び障害児通所支援サービス利用者 200 人 

 

（３）調査期間 

平成 29 年（2017年）3 月 15 日から平成 29 年（2017 年）3月 28 日 

 

（４）調査方法 

郵送による配布・回収 

 

（５）回収状況 

 

 配布数 回収者数 回収率 

障害者用アンケート 2,300 人 1,259 人 54.7％ 

障害児及び保護者用アンケート 200人 110人 55.0％ 
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（６）調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数

点以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合が

あります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかと

いう見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と

単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計と

は、複数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並

べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計

方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを 

  で網かけをしています。（無回答を除く） 
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Ⅱ 調査結果 

（１）回答者の属性 

＜障害者用アンケート＞ 

① 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

② 性別 

 

 

 

 

 

 

 

③ 手帳の種類 

  

 

 

 

 

※1 重複障害の内訳 

 

 

 

 

  

回答者数 =

1,259 65.4 11.4 12.6 9.5 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

身体障害者手帳 療育手帳（愛の手帳など）

精神障害者保健福祉手帳 重複障害※1

無回答

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

50.4

57.1

52.9

48.6

40.7

46.2

1.1

2.2

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

6.5

45.6

22.6

42.4

45.1

57.2

25.0

5.3

12.5

25.2

2.7

6.7

1.0

1.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 無回答

回答者数 =

120 59.2 30.8 5.8 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳と療育手帳（愛の手帳など）

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳

療育手帳（愛の手帳など）と精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳と療育手帳（愛の手帳など）と精神障害者保健福祉手帳
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＜障害児及び保護者用アンケート＞ 

① 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

② 性別 

 

 

 

 

 

 

③ 手帳の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

110 15.5 43.6 0.9 9.1 26.41.8 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

０～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳

12～14歳 15～17歳 無回答

回答者数 =

110 61.8 37.3 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

110 4.5 16.4 26.4 13.6 20.9 17.3 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳

療育手帳（愛の手帳など）

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳と療育手帳（愛の手帳など）

療育手帳（愛の手帳など）と精神障害者保健福祉手帳

未所持者

無回答
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（２）医療について 

医療に関して困っていることについては、「待ち時間が長い」や「お金がかかる」が上位

を占めました。 

障害児及び保護者用アンケート調査では、「専門的な医療機関が近くにない」や「待ち時

間が長い」など医療機関に対する意見や「その他」として通院の際に兄弟姉妹の対応に苦

慮するとの意見も寄せられています。 

 

資料 2-1 医療に関して困っていることについて（複数回答可） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

通
院
時
に
付
き
添
い
を
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い 

専
門
的
な
医
療
機
関
が
近
く
に
な
い 

診
療
所
や
病
院
が
遠
い 

往
診
や
訪
問
看
護
を
し
て
も
ら
え
な
い 

医
師
に
病
気
や
薬
の
こ
と
を
聞
け
な
い 

待
ち
時
間
が
長
い 

お
金
が
か
か
る 

そ
の
他 

特
に
不
満
や
困
っ
た
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

障害者 1,259 5.9 9.1 12.9 1.2 2.2 25.7 13.3 7.0 35.1 15.6 

障害児 110 19.1 25.5 22.7 1.8 0.9 24.5 20.0 21.8 25.5 5.5 
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（３）住まいや暮らしについて 

現在、「自宅で家族などと一緒に暮らしている」障害者が 7割を越えますが、「身体

障害者手帳所持者」及び「精神障害者保健福祉手帳所持者」の 1 割以上が「自宅で一

人暮らし」、「療育手帳所持者」の 1 割以上が「グループホームで暮らしている」と答

えています。 

 

資料 3-1 現在の暮らしについて 

 

 

 

 

資料 3-2 現在の暮らしについて（障害別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

12.2

4.4

16.8

76.8

71.7

67.3

1.4

13.7

3.4

3.8

7.5

4.8

2.1

0.4

4.8

2.2

0.4

2.4

1.4

1.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

1,259 12.0 75.1
3.2

4.0
2.2

2.2
1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅でひとり暮らし

自宅で家族等と一緒に暮らしている

グループホームで暮らしている

福祉施設（障害者支援施設、老人ホーム等）で暮らしている

病院に入院している

その他

無回答
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将来生活したい場所については、「今のまま生活したい」の割合が高いものの、2 割

以上の「療育手帳所持者」は、「グループホーム等を利用したい」、1 割以上の「精神

障害者保健福祉手帳所持者」は「一般の住宅で一人暮らしをしたい」と答えています。

「病院に入院している」障害者の約 4 割は「家族と一緒に生活したい」、約 1 割は「一

般の住宅で一人暮らしをしたい」と考えています。 

 

資料 3-3 将来生活したい場所について 

 

 

 

資料 3-4 将来生活したい場所について（障害別） 

 

 

 

 

 

 

資料 3-5 将来生活したい場所について（現在の暮らし方別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

48.8

24.3

37.0

31.2

27.4

26.0

2.0

21.2

7.7

7.0

15.0

4.8

2.8

4.4

15.4

3.1

2.2

5.3

5.1

5.3

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

1,259 44.2 29.8 5.4 7.5 5.3 3.2 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

自宅でひとり暮らし 151

自宅で家族等と一緒に
暮らしている

946

グループホームで暮ら
している

40

福祉施設（障害者支援
施設、老人ホーム等）
で暮らしている

50

病院に入院している 28

その他 28

73.5

42.7

35.0

12.0

17.9

50.0

4.6

36.0

2.5

18.0

39.3

10.7

2.0

4.4

40.0

4.0

3.6

3.6

7.9

5.2

7.5

54.0

7.1

3.6

5.3

5.4

7.5

4.0

10.7

3.3

2.5

2.5

2.0

10.7

21.4

3.3

3.7

5.0

6.0

10.7

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今のまま生活したい

家族と一緒に生活したい

グループホームなどを利用したい

福祉施設（障害者支援施設、老人ホーム等）で暮らしたい

一般の住宅で一人暮らしをしたい

その他

無回答
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地域で生活するための必要な支援については、「経済的な負担の軽減」が約 5 割、「必

要な在宅サービスが適切に利用できること」が約 4 割となっています。 

 

資料 3-6 地域で生活するための必要な支援について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児及び保護者用アンケート調査では、お子さんに将来生活してほしい場所につ

いて、約 3 割の保護者が「自立してアパートやマンションを借りるなどして暮らして

ほしい」と答えています。 

 

資料 3-7 お子さんに将来生活してほしい場所について 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,259 ％

在宅で医療的ケアなどが
適切に受けられること

障害者に適した住居の確保

必要な在宅サービスが
適切に利用できること

生活訓練等の充実

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

地域住民等の理解

コミュニケーションについての支
援

その他

無回答

33.8

25.4

39.3

13.8

48.4

28.0

17.5

16.0

5.6

10.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

自宅で家族と暮らしてほしい

自立してアパートやマンションを借りるなどして暮らしてほしい

グループホーム（介護や支援、見守りがある少人数の共同生活の場）で暮らしてほしい

障害者入所施設等で暮らしてほしい

その他

わからない

無回答

回答者数 =

110 26.4 30.9 21.8
2.7

3.6 10.0 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）介助者について 

主な介助者について、「身体障害者手帳所持者」は「配偶者（夫または妻）」、「療育

手帳所持者」及び「精神障害者保健福祉手帳所持者」は「父母」が最も高くなってい

ます。特に「療育手帳所持者」の約 8 割が、「父母」と回答しています。また、4 割

以上の主な介助者が「70 歳以上」であり、介助者の高齢化が顕著に現れています。 

 

資料 4-1 介助者について（複数回答可） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

父
母 

祖
父
母 

兄
弟
姉
妹 

配
偶
者
（
夫
ま
た
は
妻
） 

子
ど
も 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
の
職
員 

そ
の
他
の
人 

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
家
政
婦
さ
ん
等
） 

無
回
答 

身体障害者手帳所持者 430  20.2  0.2  7.9  37.9  17.2  25.1  3.7  10.9  

療育手帳所持者 
（愛の手帳など） 

193  78.2  2.1  14.0  － － 33.7  4.1  3.1  

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

125  44.8  0.8  11.2  17.6  2.4  28.0  4.0  9.6  

 

 

 

資料 4-2 主な介助者の年齢について 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

487
0.2
0.2
2.1

8.4 17.0 28.1 41.9 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳以上 無回答
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障害児及び保護者用アンケート調査では、お子さんの介助者について「父親」「母親」

「祖母」等が挙がっているものの、主な介助者としては約 7割が「母親」となってい

ます。 

 

 

資料 4-3 お子さんの介助者について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-4 お子さんの主な介助者について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 110 ％

父親

母親

祖父

祖母

兄弟姉妹

その他の親族

ホームヘルパーなどの
在宅サービス提供者

施設の職員・世話人

ボランティア・NPO の職員

介護や支援は必要ない

無回答

69.1

93.6

13.6

20.0

5.5

1.8

3.6

11.8

0.9

1.8

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 =

110 1.8 68.2
0.9
1.8 27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親 母親 祖母 介護や支援は必要ない 無回答
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（５）外出について 

外出の回数については、４割以上の障害者が「ほぼ毎日外出する」と答える一方、

全体の 1 割以上が「めったに外出しない」や「まったく外出していない」と答えてい

ます。 

 

資料 5-1 外出の回数について 

 

 

 

 

 

 

 

外出の際に困ることとして、「身体障害者手帳所持者」では「道路や駅に階段や段差

が多い」、「療育手帳所持者」では「困った時にどうすればいいのか心配」、「精神障害

者保健福祉手帳所持者」では「外出にお金がかかる」が最も高くなっています。 

 

資料 5-2 外出の際に困ることについて（複数回答可） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

公
共
交
通
機
関
が
少
な
い
（
な
い
） 

列
車
や
バ
ス
の
乗
り
降
り
が
困
難 

道
路
や
駅
に
階
段
や
段
差
が
多
い 

切
符
の
買
い
方
や
乗
換
え
方
法
が 

わ
か
り
に
く
い 

外
出
先
の
建
物
の
設
備
が
不
便 

（
通
路
、
ト
イ
レ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
） 

介
助
者
が
確
保
で
き
な
い 

外
出
に
お
金
が
か
か
る 

周
囲
の
目
が
気
に
な
る 

発
作
や
突
然
の
身
体
の
変
化
が
心
配 

困
っ
た
時
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
心
配 

そ
の
他 

困
っ
た
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

身体障害者手帳 
所持者 

937 6.5 17.9 30.9 6.5 20.2 5.0 13.7 5.0 18.2 14.2 9.0 20.2 14.0 

療育手帳所持者 
（愛の手帳など） 

226 5.8 11.1 14.2 20.8 13.3 8.8 14.2 13.7 21.2 40.7 6.2 14.2 14.2 

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

208 5.8 7.2 11.1 6.3 6.3 3.8 29.3 20.2 24.0 27.4 4.3 18.3 14.4 

 

 

  

回答者数 =

1,259 42.7 32.6 11.5 3.9 9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日外出する 週に数回 めったに外出しない

まったく外出していない 無回答

ほぼ毎日外出する 週に数回 めったに外出しない

まったく外出していない 無回答
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障害児及び保護者用アンケート調査では、お子さんとの外出の際に困ることについ

て「自分の意志を伝えたり、コミュニケーションをとることが難しい」の割合が約４

割、「電車・バス・タクシーの中や、店・施設の中で落ち着いて過ごすことが難しい」

の割合が約３割となっています。 

 

資料 5-3 お子さんとの外出の際に困ることについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 104 ％

歩道・道路・出入り口に段差がある

階段の昇降が困難である

路上に障害物がある

標識・表示の案内がわかりにくい

点字ブロック・盲人用信号がない

手すりがない

保護者以外の介助者や付き添いがいな
い

移動の手段がない

お子さんが使えるトイレがない

電車・バス・タクシー等の乗降りが困難で
ある

電車・バス・タクシーの中や、店・施設の
中で落ち着いて過ごすことが難しい

自分の意思を伝えたり、コミュニケーショ
ンをとることが難しい

その他

困ったり不便に感じたりすることはない

無回答

10.6

4.8

3.8

3.8

0.0

2.9

9.6

1.0

5.8

5.8

26.0

41.3

12.5

15.4

13.5

0 10 20 30 40 50
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お子さんとの外出の際にあるとよい支援やサービスについて、「イベントや遊ぶこと

のできる場所についての情報」、「施設の入園料・入場料の補助や割引」、「電車・バス・

タクシー運賃の補助や割引」が挙げられています。 

 

資料 5-4 お子さんとの外出の際にあるとよい支援やサービスについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

回答者数 = 104 ％

外出時の介助者・ガイドヘルパーの派遣

電車・バス・タクシー運賃の補助や割引

施設の入園料・入場料の補助や割引

交通や施設のバリアフリー情報

イベントや遊ぶことのできる場所についての

情報

その他

支援やサービスは必要ない

無回答

31.7

40.4

41.3

17.3

45.2

10.6

11.5

2.9

0 10 20 30 40 50
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（６）日中活動について 

平日の日中の過ごし方について、「身体障害者手帳所持者」は「自宅で過ごしている」

や「会社勤め、自営業や家業など収入を得る仕事をしている」、「療育手帳所持者」は

「就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター等に通っている」、「精神障害者保

健福祉手帳所持者」は「自宅で過ごしている」がそれぞれ上位を占めています。 

 

資料 6-1 平日の日中の過ごし方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

26.7

18.1

18.8

1.4

1.9

12.8

0.4

8.7

4.9

42.0

14.4

2.3

0.4

2.4

2.5
30.1

14.6

33.2

5.7

12.4

8.7

0.4

0.4

0.5

2.6

6.2

3.4

10.7

5.3

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社勤めや、自営業、家業など収入を得る仕事をしている

ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている

専業主婦（主夫）をしている

就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター等に通っている

病院などのデイケアに通っている

リハビリテーションを受けている

自宅で過ごしている

入所している施設や病院で過ごしている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

その他

無回答
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障害児及び保護者用アンケート調査では、お子さんの高等学校・高等部を卒業後の

日中活動について、「正規雇用者として働いてほしい」の割合が約 6 割、「障害者のた

めの通所サービス（就労継続支援・生活介護・地域活動支援センターなど）を利用し

て働いてほしい」の割合が約 4 割となっています。約 3 割の保護者は「短大・大学・

専門学校に通ってほしい」と答えています。 

 

資料 6-2 お子さんの高等学校・高等部を卒業後の日中活動について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 110 ％

正規雇用者として働いてほしい

正規雇用者以外（アルバイト・パート・契約社員・
派遣社員・日雇い）として働いてほしい

自営業（家の仕事）の手伝いをしてほしい

障害者のための通所サービス（就労継続支援・生活介護・

地域活動支援センターなど）を利用して働いてほしい

病院等のデイケアを利用してほしい

リハビリテーションを受けてほしい

短大・大学・専門学校に通ってほしい

職業訓練校に通ってほしい

ボランティアなどの社会活動を行ってほしい

家庭内で過ごしてほしい

その他

無回答

58.2

24.5

1.8

40.9

1.8

8.2

30.9

14.5

7.3

1.8

8.2

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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障害児本人が回答したアンケート調査で、将来の日中活動について、「高校・短大・

大学・専門学校に通いたい」、「正社員として働きたい」、「障害者のための通所サービ

ス（就労継続支援・生活介護・地域活動支援センターなど）を利用して働きたい」の

順で高い割合となっています。 

 

資料 6-3 障害児本人が希望する将来の日中活動について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 110 ％

正社員として働きたい

アルバイトをしたい

障害者のための通所サービス（就労継続支援・生活

介護・地域活動支援センターなど）を利用して働きたい

高校・短大・大学・専門学校に通いたい

職業訓練校に通いたい

ボランティアなどの社会活動を行いたい

家で過ごしたい

その他

わからない

無回答

25.5

19.1

20.0

33.6

5.5

7.3

6.4

3.6

26.4

11.8

0 10 20 30 40 50
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（７）就労について 

現在収入を得る仕事をしている障害者の勤務形態は、「正社員（正職員）で他の社員

（職員）と勤務条件等に違いはない」と「パート・アルバイト・派遣社員（職員）」が

ほぼ同じ割合です。4 割以上の「身体障害者手帳所持者」は「正社員（正職員）で他

の社員（職員）と勤務条件等に違いはない」と答える一方、「療育手帳所持者」では約

5 割、「精神障害者保健福祉手帳所持者」では 6 割以上が「パート・アルバイト・派

遣社員（職員）」の勤務となっています。 

 

資料 7-1 勤務形態について 

 

 

 

資料 7-2 勤務形態について（障害別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在収入を得る仕事をしていない障害者が今後収入を得る仕事をしたいかについて、

「精神障害者保健福祉手帳所持者」の約 5割が「収入を得る仕事をしたい」と回答し

ています。 

 

資料 7-3 今後収入を得る仕事をしたいかについて 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

587

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

173

精神障害者保健
福祉手帳所持者

152

27.4

38.2

47.4

50.3

41.6

32.2

22.3

20.2

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

250

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

41

精神障害者保健
福祉手帳所持者

39

41.6

22.0

12.8

10.0

17.1

5.1

27.2

48.8

64.1

20.0

9.8

15.4

1.2

2.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（正職員）で他の社員（職員）と勤務条件等に違いはない

正社員（正職員）で短時間勤務などの配慮がある

パート・アルバイト・派遣社員（職員）

その他

無回答

したい したくない 無回答

回答者数 =

317 36.3 10.4 33.8 18.0 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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障害者の就労のために必要なことについては、「職場の障害者理解」や「職場の上司

や同僚に障害の理解があること」の割合が高く、次いで「短時間勤務や勤務日数等の

配慮」となっています。 

 

資料 7-4 障害者の就労のために必要なことについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、障害者の就労移行支援サービス利用などを推進し、一般就労を支援するこ

とや就労後にも障害者や雇用企業への継続的な支援を行うことが必要です。  

回答者数 = 1,259 ％

交通手段の確保

勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

短時間勤務や勤務日数等の配慮

在宅勤務の拡充

職場の障害者理解

職場の上司や同僚に障害の理解があること

職場で介助や援助等が受けられること

就労後のフォローなど職場と
支援機関の連携

企業ニーズに合った職業訓練

仕事についての職場外での相談対応、支援

市内に就労場所があること

その他

無回答

34.6

26.0

40.9

25.5

46.5

46.0

21.8

23.7

17.5

22.4

36.1

4.3

24.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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（８）相談について 

普段の悩みや困ったことの相談相手として、「家族や親せき」、「友人・知人」、「かか

りつけの医師や看護師、病院のソーシャルワー力一」などが挙げられています。 

 

資料 8-1 普段の悩みや困ったことの相談相手について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談の際に困ることについては「相談しても満足のいく回答が得られない」、「どこ

（誰）に相談していいのかわからない」、「夜間や休日などに相談するところがない」

など、相談に関する困り感も挙げられています。 

 

資料 8-2 相談の際に困ることについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,259 ％

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

相談支援事業所の相談支援専門員

介護保険のケアマネージャー

かかりつけの医師や看護師、病院の
ソーシャルワーカー

サービス提供事業所の人や施設職員

障害者団体や家族会

民生委員・児童委員

学校の先生

市役所や保健所などの行政機関の
相談窓口

その他

無回答

73.6

29.6

4.4

6.4

8.3

10.5

29.2

12.2

2.7

1.2

0.5

8.9

6.8

5.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 1,259 ％

相談できる人がいない

夜間や休日などに相談するところがない

どこ（誰）に相談していいのかわからない

相談しても満足のいく回答が得られない

プライバシー保護に不安がある

その他

特に困ったことはない

無回答

6.6

7.4

11.0

13.8

9.5

4.3

49.2

17.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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障害児及び保護者用アンケート調査では、悩みや困ったこととして、お子さんの「将

来の生活のこと」、「育児や教育のこと」、「就園や進学のこと」などが挙げられていま

す。 

 

資料 8-3 お子さんに関する悩みや困ったことについて（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 110 ％

お子さんの育児や教育のこと

現在お子さんが受けている医療や
リハビリのこと

お子さんが受けている支援（福祉サービス）
のこと

医療費など経済的なこと

お子さんの就園・進学のこと

お子さんの就職のこと

交通機関が使いにくいこと

かかりつけの病院・診療所・歯科診療所が
ないこと

子育てや障害について必要な情報を
得られない、得るのが難しいこと

お子さんを強く叱責してしまったり、
手をあげたりしてしまうこと

お子さんに友達や相談相手がいないこと

地域の理解を得られないこと

お子さんの将来の生活のこと

その他

特にない

無回答

59.1

11.8

16.4

15.5

59.1

40.9

14.5

7.3

22.7

19.1

22.7

10.0

72.7

9.1

0.9

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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お子さんに関する悩みや困ったことを相談する相手については、「家族や親せき」が

最も高く、次いで「保育所・幼稚園・学校の教職員・スクールカウンセラー」、「同じ

悩みや障害のある子の保護者」となっています。 

 

資料 8-4 お子さんに関する悩みや困ったことを相談する相手について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、障害児者やその家族が地域で安心して暮らしていくため、個々の状況に応

じた適切な相談支援を身近な場所でできるよう整備することが必要です。 

  

回答者数 = 110 ％

家族や親せき

友人・知人

保育所・幼稚園・学校の教職員・スクール
カウンセラー

医師・病院のソーシャルワーカー・看護師・
カウンセラー（臨床心理士）

福祉施設の職員

公的機関の職員
（市・保健所・児童相談所など）

民生委員・児童委員

同じ悩みや障害のある子の保護者

ボランティア・NPO の職員

サービスを供給している事業者

相談支援事業所（障害者の総合的な相談、障害

福祉サービスの利用計画作成などを行う事業所）

子育て支援センター

教育センター

相談する相手がいない

その他

誰に相談すれば良いかわからない

無回答

75.5

46.4

63.6

33.6

11.8

20.9

0.9

52.7

1.8

37.3

28.2

7.3

3.6

0.0

5.5

1.8

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（９）権利擁護について 

障害があることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるかについて「ある」ま

たは「少しある」を合わせた割合が「療育手帳所持者」は約 7 割、「精神障害者保健

福祉手帳所持者」は約 6 割と高くなっています。 

 

資料 9-1 障害があることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるかについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

差別や嫌な思いをした場所については、「外出先」、「学校・仕事揚」、「仕事を探すと

き」の順で割合が高くなっています。 

 

資料 9-2 差別や嫌な思いをした場所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、障害者の権利擁護のための法整備が進む中、障害への理解、差別や偏見の

解消の普及啓発を行っていくことが必要です。  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

14.1

31.4

30.8

22.3

38.1

33.2

54.0

23.9

23.6

9.6

6.6

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある 少しある ない 無回答

回答者数 = 557 ％

学校・仕事場

仕事を探すとき

外出先

余暇を楽しむとき

病院などの医療機関

住んでいる地域

家庭

行政機関

その他

無回答

35.9

19.2

46.1

18.0

16.5

15.3

12.2

7.7

7.4

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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成年後見制度について「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」または「名

前も内容も知らない」と回答した障害者は約 5割、障害児の保護者は約 7 割と高くな

っています。 

 

資料 9-3 障害者の成年後見制度の認知度について 

 

 

 

 

資料 9-4 障害児の保護者の成年後見制度の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、成年後見制度の周知・啓発、また適切な利用の促進に向けた取組を行うこ

とが必要です。 

 

 

  

回答者数 =

1,259 39.7 31.8 20.3 8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

110 29.1 49.1 20.0 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も内容も知っている

名前を聞いたことはあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答
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（10）災害時の対応について 

災害時にひとりで避難ができるかについて、「できない」または「わからない」の割

合が全体として約 6 割、特に療育手帳所持者は約 8 割と高くなっています。 

資料 10-1 災害時にひとりで避難できるかについて 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に近所に助けてくれる人がいるかどうかについては、約 7 割が「いない」、「わ

からない」と答えています。 

資料 10-2 災害時に近所で助けてくれる人がいるかについて 

 

 

 

 

災害時に困ることについて半数以上の人が「避難場所の設備（トイレ等）や生活環

境が不安」と回答しています。 

資料 10-3 災害時に困ることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

40.9

20.8

43.8

32.7

52.7

19.7

22.1

24.8

29.8

4.4

1.8

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できる できない わからない 無回答

回答者数 = 1,259 ％

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくな
る

救助を求めることができない

安全なところまで、迅速に避難することがで
きない

被害状況、避難場所などの情報が
入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が
不安

その他

特にない

無回答

46.7

12.1

14.5

18.9

45.2

22.9

22.5

55.0

4.9

9.1

6.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

いる いない わからない 無回答

回答者数 =

1,259 23.0 34.8 35.1 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 
84 

 

 

 

障害児の保護者は災害時の準備として、「水や食料（医療食）」、「衣類やタオルなど

の生活用品」、「杖や車椅子などの福祉用具」に加え、「避難場所と避難の手段や手順を

確認している」や「お子さんに災害時にどうすれば良いか話している」と回答してい

ます。 

 

資料 10-4 お子さんのために災害時に準備していることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 110 ％

水や食料（医療食）

衣類やタオルなどの生活用品

薬や紙おむつなどの医療・介護用品

杖や車椅子などの福祉用具

緊急時あんしんカードを携帯している

お子さんに災害時にどうすればよいか
話している

近隣の人等に手助けを頼んでいる

避難場所と避難の手段や手順を
確認している

その他

特にない

無回答

65.5

22.7

21.8

1.8

2.7

21.8

1.8

25.5

0.9

19.1

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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（11）福祉サービスについて 

障害福祉サービスの利用については、全体では約 2 割ですが、「療育手帳所持者」

の 5 割以上が「利用している」と答えています。 

 

資料 11-1 障害福祉サービスの利用について 

 

 

 

 

資料 11-2 障害福祉サービスの利用について（障害別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児については、約 6 割が障害福祉サービスを利用しています。 

 

資料 11-3 お子さんの障害福祉サービスの利用について 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障害者手帳
所持者

937

療育手帳所持者
（愛の手帳など）

226

精神障害者保健
福祉手帳所持者

208

17.3

53.1

31.7

15.9

19.5

13.9

51.5

19.9

39.4

15.3

7.5

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していないが、今後利用したい

利用していない・利用する予定はない 無回答

回答者数 =

1,259 23.0 15.8 47.0 14.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していないが、今後利用したい

利用していない・利用する予定はない 無回答

回答者数 =

110 63.6 11.8 20.9 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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障害福祉サービスの利用状況は、「相談支援」、「移動支援」、「居宅介護（ホームヘル

プ）」の順で高い割合となっています。 

また、障害児の障害福祉サービスの利用状況は、「放課後等デイサービス」、「児童発

達支援」、「相談支援」の順で高い割合となっています。 

 

資料 11-4 障害福祉サービスの利用状況について 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

居
宅
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

重
度
訪
問
介
護 

同
行
援
護 

行
動
援
護 

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援 

生
活
介
護 

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
、
生
活
訓
練
） 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
、
Ｂ
型
） 

療
養
介
護 

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

共
同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
） 

障害者 489 15.1 3.1 4.5 10.6 2.2 12.5 9.8 3.5 12.5 1.8 12.1 6.1 

障害児 83 6.0 － 0.0 2.4 － － － － － － 6.0 － 

 

区分 

施
設
入
所
支
援 

移
動
支
援 

日
中
一
時
支
援 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

相
談
支
援 

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス 

児
童
発
達
支
援 

医
療
型
児
童
発
達
支
援 

保
育
所
等
訪
問
支
援 

福
祉
型
児
童
入
所
支
援 

医
療
型
児
童
入
所
支
援 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

障害者 4.1 17.2 4.1 1.6 10.8 27.0 3.7 － － － － － － 

障害児 － 18.1 0.0 － － 32.5 0.0 33.7 4.8 4.8 2.4 0.0 56.6 
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お子さんが障害福祉サービスを利用するときに困ったこととして、「どの事業者を選

んだら良いのかわからない」、「事業者情報が不十分」などが挙げられています。 

 

資料 11-5 お子さんが障害福祉サービスを利用するときに困ったことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 70 ％

使いたいサービスが使えなかった

サービスの支給量が少ない・支給期間が
短い

どの事業者を選んだら良いのかわからない

契約の方法がわからなかった（わかりにく
かった）

利用してトラブルがあった

費用負担があるため、サービスを使うことに
ためらいがある・躊躇する

どんなサービスがあるのかわからない

事業者情報が不十分

わからない

その他

特に困ったことはない

無回答

11.4

15.7

22.9

4.3

1.4

15.7

14.3

22.9

2.9

10.0

14.3

8.6

0 5 10 15 20 25 30
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障害の制度や福祉サービスなどに関する情報の入手先として、「行政機関の広報誌、

ホームページ」、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」、「家族や親せ

き、友人・知人」、「インターネット」などが挙げられています。 

 

資料 11-6 障害の制度や福祉サービスなどに関する情報の入手先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,259 ％

本や新聞、雑誌の記事、テレビや
ラジオのニュース

インターネット

行政機関の広報誌、ホームページ

家族や親せき、友人・知人

相談支援事業所の相談支援専門員

介護保険のケアマネージャー

かかりつけの医師や看護師、病院の
ソーシャルワーカー

サービス提供事業所の人や施設職員

障害者団体や家族会

民生委員・児童委員

学校の先生

市役所や保健所などの行政機関の
相談窓口

その他

無回答

29.3

21.4

36.5

27.2

11.2

12.2

20.5

13.1

6.3

0.6

0.4

18.7

3.9

8.0

0 10 20 30 40 50
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４ 市政ｅ-モニターアンケート「障害者の福祉について」調査結果 

Ⅰ 調査の概要 

（１）調査の目的 

平成 30 年度（2018 年度）開始の「第 3 期鎌倉市障害者基本計画」及び「第 5

期鎌倉市障害福祉サービス計画」策定の基礎資料として、また障害者福祉に関する施

策を推進するための今後の取組の参考とするため調査を実施しました。  

 

（２）対象 

本市に在住、在籍又は在学する満 16 歳以上の方でインターネットを利用して市政

に関する意見を回答する「市政ｅ-モニター」に登録している 440 名（着信者数 417

名） 

 

（３）アンケート送信日 

平成 29 年（2017年）8 月 1 日 

 

（４）期間 

平成 29 年（2017年）8 月 1 日から平成 29 年（2017 年）8月 13 日 

 

（５）回答状況 

 

送信者数 着信者数 回答者数 
回答率 

（対着信者数） 

440名 417名 138名 33.1％ 
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Ⅱ 調査結果 

（１）回答者の属性 

① 性別 

 

 

 

 

 

② 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 居住地域 

 

 

 

 

 

 

④ 職種 

 

 

 

 

 

※属性については 8月 7日以降に回答いただいた人のみの集計です。 

  

回答者数 =

138 68.0 32.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性

回答者数 =

138 1.8 12.2 15.8 24.6 22.8 19.3 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

138 22.8 7.0 15.8 31.6 17.5 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鎌倉 腰越 深沢 大船 玉縄 市外

回答者数 =

138 29.8 7.0 5.3 7.0 8.8 1.8 28.0 12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員 会社役員 自営業 自由業 公務員

主婦 学生 無職 その他

10代 20代 30代

40代 50代 60代

70代 80代



 
91 

 

（２）質問と回答結果 

【質問 1】あなたは、障害のある方とどのような関わりを持ったことがありますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問 2】あなたは、どのような手段で障害者福祉に関する情報を見聞きしていますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 138 件

家族や知人に障害のある方が
いる

外出先で困っている方に声をか
けた

車いすを押すなどの具体的な
手助けをした

話し相手、相談にのるなどのボ
ランティアをした

障害のある方の作った商品の
購入、障害のある方が働いてい
るお店の利用

福祉関連の催しに参加した

福祉関連の仕事をしている

障害のある方と関わりを持つ機
会がない

その他

53 

50 

43 

18 

61 

39 

11 

24 

15 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 138 件

「広報かまくら」

「県のたより」

テレビ・ラジオ

新聞・雑誌

書籍

インターネット

障害者団体の諸活動

福祉関連の催し（バザーや講演
会など）

専門誌・専門機関からの情報

その他

78 

28 

64 

73 

15 

62 

30 

37 

7 

6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【質問 3】機会があれば、あなたはどのような活動をしてみたいと思いますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問 4】平成 25 年（2013 年）6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 

律（障害者差別解消法）」が成立し、平成 28年（2016 年）4月に施行されま

した。あなたはこの法律のことを知っていますか。 

 

 

 

 

 

【質問 5】平成 24年（2012 年）10月に「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する 

支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行されました。あなたはこの

法律のことを知っていますか。 

 

 

 

  
内容は知らないが、聞いたことがある 内容も含めて知っている

知らない・はじめて知った

回答者数 =

138 37.7 15.9 46.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 138 件

困っている障がいのある方を見かけたら声を
かけたり手助けをする

手助けに必要な知識を身につける（接し方、手
話や点訳などのコミュニケーション、介助方法
など）

ボランティアの活動

福祉に関するイベントに参加する

福祉関連のイベントの企画や運営に関わる

専門知識を利用した、具体的な支援活動

福祉関係の仕事に就く

特にない

その他

97 

38 

38 

42 

19 

19 

3 

16 

5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 =

138 42.0 18.1 39.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容は知らないが、聞いたことがある 内容も含めて知っている

知らない・はじめて知った
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【質問 6】社会全体として、障害のある方への理解が深まるためにはどのような方法が 

有効だと思いますか。（複数回答可）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問 7】障害のある児童・生徒の教育に関して、どのようなことが必要だと思います 

か。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =138 件

学校での福祉教育を充実させる

障害のある方もない方もともに参
加できる行事や催しを増やす

障害のある方の社会参加の機会
を増やし、身近な存在に

講演会・セミナーなどを開催し、知
識を広める

広報などに専門コーナーを設ける

福祉施設と地域の交流を盛んに
する

メディアでの情報発信

特にない

その他

89 

70 

86 

34 

33 

53 

38 

1 

15 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 = 138 件

早期発見・早期療育のしくみ

保護者や教育者の相談窓口

特別支援教育への周囲の理
解・啓蒙活動

障害に対応した公共施設・教育
施設の整備

教育現場での専門指導の充実

家庭での生活・学習支援

障害のある児童・生徒を持つ保
護者への精神的支援

障害のある児童・生徒を持つ保
護者への経済的支援

わからない・考えたことがない

その他

79 

94 

68 

74 

67 

52 

84 

64 

4 

8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【質問 8】現在、障害のある方への就労支援施策が推進されています。あなたは、障害 

のある方が働くためにどのようなことが必要だと思いますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問 9】あなたから見て、鎌倉市は公共施設などのバリアフリーが進んでいると思い 

ますか。 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

  

かなり改善されている 少しずつ改善されている

あまり改善されていない 改善が進んでいない

どちらともいえない わからない

回答者数 = 138 件

就労の体験や実習の機会の確保

就労に必要な知識や能力の向
上、職業訓練等の支援

通勤のサポート

職場への適応や就労の継続をサ
ポートする支援者

適性に応じた仕事の提供

障害に適した勤務条件

妥当な賃金

障害に配慮した職場環境の設定

同僚など周囲の理解

職場での障害への理解のための
啓発等

自宅で仕事ができる

わからない・考えたことがない

その他

93 

91 

69 

67 

84 

67 

78 

69 

43 

28 

24 

1 

5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回答者数 =

138 5.1 31.2 26.1 21.7 5.1 10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例 

平成25年６月24日条例第６号 

（趣旨及び設置） 

第１条 この条例は、本市の障害者福祉に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、障害者基本

法（昭和45年法律第84号）第36条第４項の規定に基づき、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会（以

下「委員会」という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 障害者基本法第11条第３項の規定に基づく鎌倉市障害者基本計画並びに障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条第１項及び児童福祉

法（昭和22年法律第164号）第33条の20第１項の規定に基づく鎌倉市障害福祉サービス計画の

策定及び推進に関する事項 

(２) その他障害者福祉施策の推進に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 医療に関係を有する団体が推薦する者 

(２) 福祉に関係を有する団体が推薦する者 

(３) 学識経験を有する者又は知識経験を有する者 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年以内とし、その満了の日は、市長が委嘱を行った日の属する年度の翌々年

度の末日とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第２項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失っ

たときは、委員を辞したものとみなす。 

（秘密保持義務） 

第５条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ 施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第１項本文の規定にかかわらず、２年とする。 

付 則（平成29年３月30日条例第45号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ 施行日において現に在職する委員及び同日以後最初に委嘱される委員の任期満了の日は、改正後の

第４条第１項本文の規定にかかわらず、平成31年３月31日とする。 
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６ 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例施行規則 

平成25年７月１日規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例（平成25年６月条例第６号）第６条の規

定に基づき、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（委員長等） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

（会議の公開） 

第４条 会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めたときは、これを公

開しないことができる。 

（意見の聴取） 

第５条 委員会は、その所掌事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

（幹事） 

第６条 委員会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命し、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。  

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、この委員会の所掌事務を所管する課等において処理する。  

（その他の事項） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成29年３月30日規則第56号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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７ 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会委員名簿 

 

平成 29年度（2017年度） 

役職名 氏  名 

 
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 
保健福祉課 保健福祉部長 赤枝

あかえだ

 いつみ 

 社団法人鎌倉市歯科医師会 常務理事 氏家
うじいえ

 博
ひろし

 

 
鎌倉市社会福祉協議会施設部会 
（社会福祉法人ラファエル会鎌倉薫風 施設長） 太田

お お た

 顕
あき

博
ひろ

 

 
神奈川県重症心身障害児者協議会 
（社会福祉法人聖テレジア会 小さき花の園 医師） 大津

お お つ

 真
ま

優
ゆ

 

委員長 
神奈川県立保健福祉大学  
保健福祉学部社会福祉学科 助教 岸川

きしかわ

 学
まなぶ

 

 市民 木山
き や ま

 晃子
こ う こ

 

 かまくら福祉・教育ネット 幸田
こ う だ

 真弓
ま ゆ み

 

 
鎌倉市社会福祉協議会当事者団体部会 部会長 
（鎌倉市肢体不自由児者父母の会 会長） 國分

こ く ぶ

 哲男
て つ お

 

 神奈川県立鎌倉養護学校 総括教諭 櫻井
さくらい

 睦之
たかゆき

 

 
鎌倉市精神障害者地域生活支援団体連合会 
（特定非営利活動法人ゆうほ びびら 所長） 鈴木

す ず き

 美知子
み ち こ

 

 よこすか障害者就業・生活支援センター 施設長 谷
たに

 英明
ひであき

 

副 
委員長 

鎌倉市障害者支援協議会 会長 
（鎌倉はまなみ・鎌倉わかみや 施設長） 寺田

て ら だ

 勝
かつ

昭
あき

 

 鎌倉市社会福祉協議会 事務局長 内藤
ないとう

 昭二
しょうじ

 

 
鎌倉市障害者地域作業所連絡会 会長 
（虹の子作業所 所長） 中川

なかがわ

 千
ち

惠子
え こ

 

 社団法人鎌倉市医師会 理事 湯浅
ゆ あ さ

 章
しょう

平
へい

 

（50音順・敬称略） 
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８ 鎌倉市障害者福祉計画推進会議設置要綱 

（趣旨・設置） 

第１条 この要綱は、鎌倉市障害者福祉計画（以下「障害者福祉計画」という。） 

に基づく施策を推進するに当たり、関係各課が連携して福祉施策に関する調整、調査、研究等をするため、

鎌倉市障害者福祉計画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置し、その組織及び運営等について必

要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 障害者福祉計画に係る施策の推進における調整 

⑵ 障害者福祉計画の改定素案の作成 

 ⑶  障害者福祉計画に関する事項の調査及び研究 

 ⑷ その他障害者福祉計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 推進会議の構成は、次のとおりとする。 

 ⑴ 議長  健康福祉部長 

 ⑵ 副議長 健康福祉部次長(第 7 条に規定する庶務担当課等を所管する次長) 

 ⑶ 委員  健康福祉部およびこどもみらい部内の課長及び課長代理、及び教育指導課長 

２ 議長は、必要に応じ臨時委員を置くことができる。 

（職務） 

第４条 推進会議は、議長が招集し会務を総理する。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（意見の聴取） 

第５条 推進会議は、その所掌事務について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

（部会） 

第６条  議長は、必要に応じて推進会議に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 

２ 部会長及び部会員は、議長が指名する。 

３ 議長は、必要に応じ臨時部会員を置くことができる。 

４ 部会の会議は、部会長が議長に諮って招集し、会議の結果は推進会議に報告する。 

（庶務） 

第７条  推進会議の庶務は、この推進会議の所掌事務を所管する課等において処理する。 

（その他の事項） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、議長が推進会議に諮って

定める。 

   付 則 

この要綱は、決裁の日（平成 19 年 12 月 28 日）から施行する。 

   付 則 

この要綱は、決裁の日（平成 20 年４月 1 日）から施行する。 
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   付 則 

この要綱は、決裁の日（平成 21 年４月 1 日）から施行する。 
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９ 用語解説 

 あ行  

アスペルガー症候群(Asperger Syndorome:AS ないしは(Asperger disorder:AD)  

（基本：P13 福祉：P13） 

アスペルガー症候群は、広い意味での「自閉症」のひとつのタイプです。最初に症

例を報告したハンス・アスペルガーというオーストリアの小児科医の名前にちなんで

つけられました。アスペルガー症候群は、自閉症の 3 つの特徴のうち「対人関係の障

害」と「パターン化した興味や活動」の 2 つの特徴を有し、コミュニケーションの障

害があります。言葉の発達の遅れがないというところが自閉症と違うところです。 

一般就労（基本：Ｐ23,44,45 福祉：Ｐ24,30,32） 

一般の企業等と雇用契約を結び労働者として各種労働関係法の適用のもと、賃金の

支払いを受ける形態をとる働き方。障害者の就労には障害を開示し働くオープン就労

と障害を開示しないで働くクローズド就労があります。障害を開示する場合、労働者

側は就労にあたり事業主に合理的配慮を求めることや、ジョブコーチ等からの支援を

受けることが可能になり、事業主側も一定の労働条件を満たすと各種助成金受給や法

定雇用率への算定等が可能となります。 

医療機関（基本：Ｐ36,43 福祉：Ｐ30,34,37） 

医療法で定められた医療提供施設のことである。行政においては、病院、薬局、柔

道整復師、施術所、訪問看護ステーション、二次検診、義肢採型指導医の機関です。

狭義においては、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医

療を提供する施設をいいます。 

医療的ケア児（福祉：Ｐ27） 

人工呼吸器やたんの吸引、胃ろう等からの経管栄養などの医療的ケアを日常的に必

要とする障害のある子どものこと。新生児への医療技術の向上により、年々増加して

おり全国に約１万 7,000 人（平成 27年（2015 年））いるとされます。日常生活の

行動に支障はないものの医療的ケアを必要とする子どもなど障害児施策の対象となら

ない子どもも広く含みます。 

  

https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95
https://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E6%94%BF
https://www.weblio.jp/content/%E7%97%85%E9%99%A2
https://www.weblio.jp/content/%E8%96%AC%E5%B1%80
https://www.weblio.jp/content/%E6%9F%94%E9%81%93%E6%95%B4%E5%BE%A9%E5%B8%AB
https://www.weblio.jp/content/%E6%9F%94%E9%81%93%E6%95%B4%E5%BE%A9%E5%B8%AB
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.weblio.jp/content/%E8%AA%BF%E5%89%A4
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インクルーシブ教育（基本：P33） 

障害者権利条約第 24 条において、「インクルーシブ教育システム」とは、⼈間の多

様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び⾝体的な能⼒等を可能な最⼤限度まで発達

させ、⾃由な社会に効果的に参加することを可能とする⽬的のもと、障害のある者と

障害のない者が共に学ぶしくみとされています。 

ＳＰコード（エスピーコード）（基本：Ｐ30,31） 

文字情報を内包した二次元コードの一種。ｗｏｒｄで作成された文書に対して専用

のソフトウェアを使うことでコードの作成ができ、紙に掲載された情報(コード)を専

用の読み取り装置で読み取ると、文字情報を音声で聴くことが出来ます。読み取り装

置は日常生活用具給付事業の対象となっています。 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（基本：Ｐ41 福祉：Ｐ36） 

特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、設

立された法人。特定非営利活動とは保健、医療又は福祉の増進を図る活動など 20 種

類の分野に該当する活動で不特定かつ多数のものの利益に寄与すること目的としてい

ます。 

オストメイト（基本：Ｐ28） 

がんなどの疾患や事故などにより、消化管や尿管が損なわれたため、人工肛門、人

工膀胱の開口部（ストーマ）を腹部などに増設した方を指します。 

 

 か行  

学習障害(Learning Disabilities:LD) （基本：Ｐ13 福祉：Ｐ13） 

全般的な知的発達に遅れは見られないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する

又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態。そ

の原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されていますが、視覚、

聴覚、知的、情緒などの障害や、環境的な要因は直接の原因とはされません。 

神奈川県能力開発センター（基本：Ｐ17 福祉：Ｐ17） 

知的障害のある方に２年間の中で基礎的な技能訓練を実施し、生活習慣や労働習慣、

職業人としてのマナーを体得するための訓練を行う全寮制の施設。職業能力開発法に

定められた認定職業訓練を行うこと目的とした職業訓練法人として運営されています。

入所には公共職業安定所（ハローワーク）に申込を行い、また宿泊型自立訓練事業の

サービス利用のため、市町村より自立訓練の支給決定を受ける必要があります。  
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基幹相談支援センター（基本：Ｐ23,36,37,52 福祉：Ｐ37,42,52） 

障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置付けられ、地域の障害者相談支援の拠

点として中心的な役割を担います。地域の実情に応じて市町村が任意で設置します。 

共生社会（基本：Ｐ1,21,22,24,33,34,36 福祉：Ｐ1,41） 

障がいの有無にかかわらず、誰もが分け隔てられることがなく、基本的人権を享有

するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格

と個性を尊重し合う社会のことです。 

強度行動障害（福祉：Ｐ21） 

自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど

本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲

の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮され

た支援が必要になっている状態のことを言います。 

権利擁護（基本：Ｐ25,33,34,35 福祉：Ｐ29,42,43） 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が

代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。 

言語聴覚士(speech language hearing therapist:ST) （基本：Ｐ13,32 福祉：Ｐ13） 

音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある方に、その機能の維持向上を図ることを

目的に、言語訓練やその他の訓練またこれに必要な検査や指導助言を行います。また

嚥下訓練、人工内耳の調整などの診療補助行為も業務としています。医療のみならず

福祉や教育分野などの場においても支援を行う国家資格のリハビリテーション専門職

です。 

高次脳機能障害（基本：Ｐ22） 

外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶

障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等のこと。高次脳機能障害者への支

援としては、障害者総合支援法による都道府県地域生活支援事業において、高次脳機

能障害支援普及事業が実施されており、高次脳機能障害者への相談支援及び支援体制

の整備が図られている。 

広汎性発達障害（基本：Ｐ13 福祉：Ｐ13） 

広汎性発達障害（PDD：pervasive developmental disorders）とは、自閉症、

アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達

障害をふくむ総称です。  
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合理的配慮（基本：Ｐ1,21,33,34 福祉：Ｐ1） 

障害者差別解消法では、障害を理由とし正当な理由なくサービスの提供を拒否した

り、制限をしたり、条件をつけたりすることが禁止されています。障害のある方から

配慮を求める意思の表明があった場合には、可能な範囲で合理的配慮を提供すること

（事業者に対しては、対応に努めること）が求められています。 

雇用奨励金（基本：Ｐ23,45） 

鎌倉市の制度で、知的障害者、精神障害者を雇用している中小企業等（特例子会社

を除く）の事業主へ支給する奨励金のことです。 

 

 さ行  

作業療法士(occupational therapist:OT) （基本：Ｐ13 福祉：Ｐ13） 

身体または精神に障害のある方に、医師の指示の下、手芸、工芸その他の作業を通

じ、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を目的に日常生活活動や職業関連活動、

その他福祉用具や住環境への適応訓練などを行います。医療のみならず福祉や教育分

野などの場においても支援を行う国家資格のリハビリテーション専門職です。 

サピエ図書館（基本：Ｐ31） 

視覚障害の方や視覚による表現の認識に障害のある方に対して、日本点字図書館が

システム管理、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営するインターネット上の電子

図書館。点字やデイジーデーターをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などを

提供するネットワークとして全国の視覚障害者情報提供施設（点字図書館）や公共図

書館、ボランティア団体、大学図書館などの施設や団体が加盟し、情報を必要とする

多くの方へサービスを行っています。 

サポートファイル（基本：Ｐ47,48） 

特別な支援や配慮を必要とするこどもたちが、乳幼児期から成人期までのライフス

テージにおいて途切れることなく、一貫した支援を受けられるように成育歴や支援経

過また本人・家族の思いなどを記入したもの。教育の場や各種サービスの利用時など

に支援者や関係機関等と情報を共有するためのツールになります。 
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児童発達支援センター（基本：Ｐ13,14,48 福祉：Ｐ13,14,26） 

児童福祉法７条に規定される児童福祉施設。児童発達支援事業として通所により日

常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うととも

に、地域の中核的な支援施設としてその有する専門機能を活かし、地域の障害児やそ

の家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言等を行います。平成 32 年

（2020 年）末までにすべての市町村に１か所以上、設置することとされています。 

自閉症（基本：Ｐ13,16 福祉：Ｐ13,16） 

文部科学省における自閉症の定義は、以下の通りとなっています。 

自閉症とは、3 歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の

発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害

であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

社会的障壁（基本：Ｐ21,33 福祉：Ｐ41） 

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁（バリア）とされるも

のことになります。 

社会における事物（利用しづらい施設や設備など）、制度（利用しにくい、わかりに

くい制度など）、勧行（障害のある方への思いこみなど）、観念（障害のある方への偏

見など）などの社会における生活のしづらさがあたります。 

社会福祉協議会（基本：Ｐ41） 

社会福祉法において社会福祉に関する事業を行うことにより、地域福祉の推進を図

ることを目的とする社会福祉法人格を持つ団体と規定。 

国・都道府県・市町村において組織化され（市町村においては昭和 58 年（1983

年）に法制化）「住民の福祉活動の支援」と「住民の福祉活動の協働」を基本の柱に小

地域福祉活動（小地域ネットワーク活動を含む）、総合的な相談事業、ボランティアセ

ンターを中心としたボランティア活動の推進や当事者の組織化、また配食サービスや

家事援助サービス、訪問介護など在宅福祉サービスの実施等を業務としています。 
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社会福祉法人（福祉：Ｐ36） 

社会福祉法の定めるところにより社会福祉事業を行うことを目的として設立された

法人。公益法人から発展した特別法人であり、公益性と非営利性の性格を備えていま

す。社会福祉法人が行う事業は、社会福祉法の規定により①社会福祉事業（第一種社

会福祉事業・第二種社会福祉事業）、②公益事業、③収益事業（法人税が課税される事

業として、収益を社会福祉事業及び公益事業の財源に充てる事業）に分けられ、その

公益性から施設整備に対する一定額の補助や税制優遇措置等があります。 

重症心身障害(児・者) （基本：Ｐ22 福祉：Ｐ27,32） 

重度の知的障害と、重度の肢体不自由が重複している者。大島一良氏が発表した大

島分類によって区分される１から４に当てはまる児童を一般に重症心身障害児として

いる。そして、成人した重症心身障害児を重症心身障害者といっている。 

手話通訳者（基本：Ｐ31,32 福祉：Ｐ44,46） 

聴覚障害者と聴覚障害をもたない者の間で、手話を使い、相互のコミュニケーショ

ンの仲介を行う人。あるいは、さまざまな手話言語を翻訳して、相互のコミュニケー

ションの仲介を行う人。 

障害者支援協議会（基本：Ｐ22,37,43,44,45,52 福祉：Ｐ41,42,52） 

地域における障害のある人の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシス

テムづくり等に関して中核的な役割を果たすよう、相談支援事業者、サービス事業者

及び関係団体等の参加により市町村が設置・運営するもの。 

障害者職業能力開発校（基本：Ｐ17 福祉：Ｐ17） 

職業能力開発法 16 条に基づき、国及び都道府県が設置するその能力に適応した普

通職業訓練又は高度職業訓練を行う公共職業能力開発施設の一つ。全国に 19 ヵ所あ

り、入校には公共職業安定所（ハローワーク）にて求職登録・入校相談・申込を行い

ます。神奈川県内には相模原市に設置され、ビジネス系を中心に障害別に複数のコー

スがあります。コースにより６か月から２年間の訓練期間となります。入校料・授業

料は無料であり、公共職業安定所（ハローワーク）所長の受講指示により入校する一

定の条件を満たす方は、場合により訓練手当が支給されます。 

障害者の定義（基本：Ｐ21） 

障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害（以下「障害」といいます。）がある者であって、障害及び社会的障壁に

より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。  
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障害保健福祉圏域（基本：Ｐ52 福祉：Ｐ52） 

障害保健福祉圏域は、市町村だけでは対応困難な各種のサービスを面的・計画的に

整備することにより、広域的なサービス提供網を築くため、複数市町村を含む広域圏

域として設定された圏域。神奈川県の障害保健福祉圏域は横浜、川崎、相模原、横須

賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西に分かれており、鎌倉市は横須賀・三浦

圏域（横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町）に属しています。 

障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター（福祉：Ｐ23） 

障害保健福祉圏域相談支援等ネットワーク形成事業として、圏域自立支援協議会の

運営、相談支援等のネットワーク形成、障害保健福祉圏域における地域課題の把握及

び整理を行い、必要に応じて神奈川県自立支援協議会に課題の報告や提案を行う活動

を目的に政令指定都市を除く５圏域に設置されています。 

自立支援医療（基本：Ｐ12,43 福祉：Ｐ12） 

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する

公費負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に

移行されました。自立支援医療では、指定自立支援医療機関（具体的には受給者証に

記載された医療機関）において治療や調剤、訪問看護等を受ける必要があります。 

身体障害者補助犬（基本：Ｐ39） 

身体障害者補助犬とは、盲導犬（視覚障害者の歩行を助ける犬）、介助犬（肢体不自

由者の日常生活を助ける犬）、聴導犬（聴覚障害者の日常生活を助ける犬）の３種類を

言う。平成 14年（2002 年）には身体障害者補助犬法が制定され、国等が管理する

施設や公共交通機関等の利用において身体障害者補助犬の同伴を拒むことが禁止され

ました。 

スクールカウンセラー（school counselor：SC）（基本：Ｐ50） 

いじめや不登校、こころの悩みなどの問題を心理学の専門知識を生かし、児童・生

徒へのカウンセリングや保護者・教職員等への助言・援助等のコンサルテーションな

どにより解決を支援する専門職。主に臨床心理士や精神科医、大学教員などがスクー

ルカウンセラーの資格要件とされます。 
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スクールソーシャルワーカー（school social worker：SSW）（基本：Ｐ50） 

いじめや不登校、虐待、貧困などの問題を社会福祉（ソーシャルワーク）の専門知

識を生かし、児童・生徒の社会環境を構成する家族や友人、学校、地域等の社会資源

への働きかけやネットワークの活用などにより解決を支援する専門職。主として社会

福祉士や精神保健福祉士などがスクールソーシャルワーカーの資格要件とされます。 

ストーマ装具（基本：Ｐ28,39） 

人工肛門や人工膀胱を増設した際にその開口部（ストーマ）から排泄される便や尿

を貯留するための装具類。ストーマ装具は健康保険の適用外ですが、身体障害者手帳

所持者は日常生活用具給付事業の対象となります。 

精神保健福祉センター（基本：Ｐ5,11,12 福祉：Ｐ5,11,12） 

精神保健福祉法に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために都道府県及び政

令指定都市に設置された機関。精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する知識の普

及、調査研究、精神保健福祉及び精神障害者の相談指導のうち複雑又は困難なものの

対応、精神医療審査会事務、自立支援医療（精神通院）支給認定や精神障害者保健福

祉手帳の判定、市町村に対する技術的事項の協力や援助等を業務とします。 

成年後見制度（基本：Ｐ35 福祉：Ｐ43） 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に対し本人の権利

を守り、不利益を被らないようにする制度。本人が判断能力のあるうちに予め後見人

を依頼する「任意後見制度」と家庭裁判所の審判に基づき後見人を選任する「法定後

見制度」があり、法定後見制度には、本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の３

類型に分かれています。 

相談支援専門員（福祉：Ｐ33,37） 

障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス利用

計画を作成する者をいいます。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となりま

す。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要があります。 

ソーシャルスキルトレーニング(social skills training:SST)  

（基本：Ｐ16,50 福祉：Ｐ16） 

人が社会でほかの人と関わりながら生きていくために欠かせないスキルを身につけ

る訓練のことを指します。発達障害のある子どもなどに対して効果があるとされ、学

校や療育施設、病院などで取り入れられています。 
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 た行  

地域活動支援センター（基本：Ｐ17,40 福祉：Ｐ17,47） 

地域生活支援事業における市町村必須事業として運営される障害のある方が地域に

おいて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創作的活動または

生産的活動の機会の提供及び社会的交流の促進等を行う事業所。Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の

類型がありそれぞれ機能の違いがあります。 

地域生活支援事業（基本：Ｐ40 福祉：Ｐ41） 

障害者総合支援法の規定に基づいて市町村、都道府県が行う事業。 

それぞれ「必須事業」と「任意事業」があり、地域で生活をする障害のある方のニ

ーズや地域特性に応じた柔軟な事業形態で実施されます。 

地域生活支援拠点（基本：Ｐ36,39 福祉：Ｐ23,42） 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、

緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づ

くり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支

えるサービス提供体制のことです。 

地域包括ケアシステム（福祉：Ｐ22） 

地域での暮らしを支えるために必要となる、住まい、医療、介護、予防、生活支援

が一体的に提供される仕組のことです。 

精神障害にも対応するシステムの構築が求められています。 

注意欠陥多動性障害(Attention Defict Hyperactivity Disorder：ADHD)  

（基本：Ｐ13 福祉：Ｐ13） 

通常の年齢や発達に不釣合いな注意力の欠如、衝動性、多動性を特徴とする行動の

障害で学業や日常生活、社会的活動に支障をきたすものです。 

通級指導教室（基本：Ｐ16,17,50 福祉：Ｐ16,17） 

学校教育法施行規則に基づく、障害に応じた特別の指導を特別の場で行う特別支援

教育の形態です。小・中学校に通う比較的障害の程度が軽い子どもが、通常の学級に

在籍しながらその子の障害特性に合った「通級による指導」という個別の指導を受け

るための教室です。 
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デイジー(digital accessible information system:DAISY) （基本：Ｐ30,31） 

視覚障害者や通常の印刷物を読むことが困難な人々のためにデジタル録音図書の国

際標準規格として、50 カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアムによ

り開発と維持が行なわれているシステム。専用の読み取り装置やパソコンのソフトウ

ェアを利用して音声として聞くことが出来ます。目次から読みたい章や節、あるいは

注のような任意のページ・場所に自在に飛べるという機能が特徴で、さらに音声とテ

キストをシンクロ（同期）させたものを、マルチメディアデイジーと呼びます。読み

取り装置は日常生活用具給付事業の対象となっています。 

特別支援学級（基本：Ｐ16,49 福祉：Ｐ16） 

学校教育法に基づき小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に置くことができ

るとされている学級で、心身に障害をもつ児童・生徒のために、そのニーズに応じた

教育を行うことを目的とする。児童・生徒は障害に応じた教科指導や障害に起因する

困難の改善・克服のための指導を受ける。対象となるのは、通常の学級での教育を受

けることが適当とされた知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他障害

のある者で特別支援学級において教育を行うことが適当なもの。 

特別支援学校（基本：Ｐ16,17,39 福祉：Ｐ16,17） 

学校教育法に規定され、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は

病弱者（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ず

る教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを目的とした学校。従来の盲学校・聾学校・養護学校

は平成 19 年（2007 年）4 月に障害の重複化や一人一人の教育的ニーズに応えてい

くという特別支援教育の理念に基づき特別支援学校に一本化されました。視覚障害教

育部門、聴覚障害教育部門、知的障害教育部門、肢体不自由教育部門、病弱教育部門、

訪問教育部門など学校ごとに教育を行う部門があります。特別支援学校は在籍する幼

児児童生徒に教育を行うのみならず、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍する幼

児児童生徒の教育に関する助言・支援などのセンター機能も担います。神奈川県立学

校においては学校名に従前の盲学校、ろう学校、養護学校という名称のみ使われてい

ます。  



 
111 

 

 

 

 な行  

難病（基本：Ｐ22,38,43 福祉：Ｐ44） 

医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、一般的に「治りにくい病気」や「不

治の病」のことを指す。昭和 47 年（1972 年）の厚生省（当時）の「難病対策要綱」

では、①原因不明、治療方針未確立で、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、②経

過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために

家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定義している。なお、障害者

総合支援法では、難病等（難治性疾患克服研究事業の対象である 130 の疾患と関節

リウマチ）も障害者の定義に加えられた（平成 25 年（2013 年）4月 1 日施行）。 

ニーズ（基本：Ｐ1,16,36,48,49 福祉：Ｐ1,16,32,34,37,39,40,46,48,49） 

生活場面で生じてくるさまざまな必要性、要求のこと。 

ニュースポーツ（基本：Ｐ41） 

ニュー・コンセプチュアル・スポーツの略称。誰もが、いくつからでも、いつまで

も出来るスポーツのことで、競うことよりも楽しむことを主としています。 

認定こども園（基本：Ｐ13,49 福祉：Ｐ13） 

認定こども園法に基づき小学校就学前のこどもに対し、保育及び教育、保護者に対

する子育て支援を一体的に行なう幼稚園と保育所のそれぞれの機能を付加した施設。

幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の類型があり、保護者等が働いている、

いないに関わらず利用が可能です。 

ノンステップバス（基本：Ｐ26） 

出入口の段差をなくして、地面から床面までの高さが低く乗降性を高めた低床バス。

補助スロープや乗降時に車高を下げて歩道との段差を少なくするニーリング機能等が

装備されています。 

 

 は行  

バリアフリー（基本：Ｐ23,24,26,27,30） 

障害のある方が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となる物を除去するという

意味。建物や道路などの段差など生活環境上の物理的除去にとどまらず、より広く社

会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも

使われます。 
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パラスポーツ（基本：Ｐ41） 

障害者のある人がプレーするスポーツ全般。もう一つのスポーツという意味を持ち

ます。 

避難行動要支援者（基本：Ｐ27,28） 

災害等により避難が必要となった場合に、自力での避難が困難で、避難にあたって

特に支援を要する人をいう。 

ファミリーサポートセンター事業(子育て援助活動支援事業) （基本：Ｐ39） 

子ども・子育て支援法に基づき地域子ども・子育て支援事業として市町村が行う事

業。乳幼児や小学生等の児童がいる保護者等を会員として、児童の預かりの援助を受

けたい方と援助を行いたい方との相互援助活動に関する連絡・調整を行い、地域にお

ける育児の相互援助活動の推進をする事業になります。 

福祉的就労（基本：Ｐ45） 

一般企業での就労が困難な方などが福祉的な支援を受けて就労する働き方。主に障

害者総合支援法に規定される自立支援給付の就労継続支援Ａ型事業所や就労継続支援

Ｂ型事業所、また地域生活支援事業の地域活動支援センターなどにおいて生産的活動

にあたります。就労継続支援Ａ型事業所以外は雇用契約を結ばないため、各種労働関

係法の適用とならず賃金ではなく工賃を得る形になります。福祉的就労は一般就労に

向けた訓練の場や働くことで生きがいを持つという側面があります。 

福祉避難所（基本：Ｐ27） 

災害対策基本法に規定される指定避難所で、市町村が必要に応じて保健福祉センタ

ーや民間の福祉施設などに開設する二次的な避難所のことです。障害者や高齢者、妊

産婦や乳幼児、病弱な人とその家族らのうち、一般の避難所生活が困難な人が対象と

なります。まずは配慮が必要な人も一般避難所で生活し、その後、自治体側が対象者

を選びます。 

腹膜透析（基本：Ｐ39） 

自宅等において腹腔内に留置したカテーテルを介し、透析液を注入し一定期間貯留

させ血液中の老廃物を透析液に移動させることにより、腎不全の治療として血液浄化

を行う方法。週３回医療機関に通院して行う一般的な血液透析と比べ、時間的な制約

が少ないなどのメリットがあります。 

  

https://kotobank.jp/word/%E5%A6%8A%E7%94%A3%E5%A9%A6-593724
https://kotobank.jp/word/%E5%A6%8A%E7%94%A3%E5%A9%A6-593724
https://kotobank.jp/word/%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90-593281
https://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E6%85%AE-599490
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ヘルプマーク（基本：Ｐ34） 

義足や人工関節を使用する人、内部障害や難病の人、精神障害、知的障害の人、妊

娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見では分からない人が、周り

に配慮を必要なことを知らせることで、援助を受けやすくなるよう作成されたマーク

です。 

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業) （福祉：Ｐ49） 

児童福祉法に基づく、放課後児童健全育成事業を行うために設置される施設。放課

後児童健全育成事業とは、就労等の理由により、保護者が昼間家庭にいない小学生に

対し、放課後等の適切な遊びや生活の場を提供し、家庭的な支援を行う事業で、一般

的に学童保育とも呼ばれています。鎌倉市では子どもの家の名称で各小学校校区に設

置しており、また、民間の施設も市内に複数あります。 

法定雇用率（基本：Ｐ46） 

障害者雇用促進法により、事業主は一定の割合以上の障害者を雇用しなければなら

ないとされる。平成 30年（2018 年）４月１日より、雇用義務の対象に精神障害者

が加わり、精神障害者の短時間労働者の算定方法の変更、また法定雇用率が民間企業

（従業員 45.5 人以上）は 2.2%、国、地方公共団体等は 2.5%、都道府県等の教育

委員会は 2.4％に引き上げられます。 

訪問入浴（基本：Ｐ38 福祉：P48） 

通常の入浴が困難な方にタンクやボイラー等専用の設備を積みこんだ訪問入浴車を

利用し、居宅において寝たままの状態で入浴を行うサービスになります。地域生活支

援事業における市の任意事業として実施しています。 

保健所(神奈川県域は名称：保健福祉事務所) （福祉：Ｐ22） 

地域保健法に基づき地域住民の健康や衛生を支える都道府県、政令指定都市、中核

市、施行時特例市、その他指定された市（保健所設置市）、特別区に設置された機関。 

市町村と協力して、関係機関（医療機関、医師会、歯科医師会等）と調整を行い、

関係を構築し、食品衛生や感染症等の広域的業務、医事・薬事衛生や精神・難病対策

等の専門的な業務を行うとともに、大規模で広域的な感染症や食中毒の他、自然災害

や原因不明の健康危機管理に取り組み、地域全体の住民の健康の保持・増進を図る事

業を業務とします。各種健康相談・検査窓口や小児慢性特定疾病医療費、指定難病医

療費、特定疾患などの医療費助成・給付の窓口となっています。鎌倉市は神奈川県が

設置する鎌倉保健福祉事務所（鎌倉市・逗子市・葉山町）が管轄となります。  
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 ま行  

民生委員・児童委員（基本：Ｐ37,41） 

民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱する非常勤

の特別職の地方公務員。市町村の担当区域内における住民の生活状態を必要に応じ適

切に把握、要援助者の自立への相談や助言・必要な情報の提供、社会福祉事業者など

関係機関との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他関係行政機関への協力などを

職務とします。民生委員は児童委員を兼ねています。 

盲ろう（基本：Ｐ22） 

目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障害を併せもつこと。 

 

 や行  

ユニバーサルデザイン（基本：Ｐ26） 

障害のある人だけでなく、年齢・性別・人種等に関わらずすべての人に使いやすい

製品・環境・情報のデザインを目指す考え方です。 

要約筆記者（基本：Ｐ31,32 福祉：Ｐ44） 

要約筆記は、聴覚障害者への情報保障手段の一つで、話されている内容を要約し、

文字として伝えることをいう。主に第一言語を手話としない中途失聴者・難聴者など

を対象とする。要約筆記作業に従事する通訳者のことを要約筆記者と呼ぶ。 

 

 ら行  

ライフステージ（基本：Ｐ13,21,29,36,47,48 福祉：Ｐ13） 

人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階のこと。幼年期・児童期・青年期・

壮年期・老年期などの区分があり、それぞれの段階に応じた節目となる出来事や課題

に対して、適切な支援が受けられるよう、総合的また体系的な仕組み作りが必要にな

ります。 

理学療法士(physical therapist：PT) （基本：Ｐ13 福祉：Ｐ13） 

怪我や高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある方に、医師の指示の

下、運動機能の維持・改善、基本的動作の回復を目的に運動、温熱、電気、水、光線

などの物理的療法を行います。医療のみならず福祉、教育分野などの場でも支援を行

う国家資格のリハビリテーション専門職です。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B4%E8%A6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E9%9A%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%A9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%80%94%E5%A4%B1%E8%81%B4%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E8%81%B4%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A8%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%81%E7%B4%84%E7%AD%86%E8%A8%98%E8%80%85&action=edit&redlink=1
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療育（基本：Ｐ13,14,25,42,47,48 福祉：Ｐ13,14,39,40） 

心身に障害のある児童について、早期に適切な治療等を行い、障害の軽減を図りな

がら育成することを言います。「治療」と「育成」・「教育」等を合わせて作られた言葉

です。 

レスパイト（基本：Ｐ38 福祉：Ｐ32,48） 

在宅で障害のある方などを介護している家族の負担軽減やリフレッシュのため、短

期入所（ショートステイ）などのサービスの利用により介護の代替を受け休息等を図

ることを指します。 

 



 

 
 

 

平和都市宣言 

 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

 

昭和 33 年 8月 10 日 

鎌倉市 

 

 

鎌倉市民憲章 

制定 昭和 48 年 11月 3 日 

前文 

 鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたく

したち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、

平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその

風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを願い、ここに市民憲章を定

めます。 

 

本文 

１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市制に参加し、住民

自治を確立します。 

１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・

福祉の充実に努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任を

もってこれを後世に伝えます。 

１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくり

に努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と

善意をもって接します。  
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